
戦
後
の
我
が
国
に
お
り
る

会
計
監
査
制
度

!
と
く
に
証
券
取
引
法
広
よ
る

公

認

会

計

士

の

監

査

制

度

に

つ

い

て

i

中

村

清

は

し

が

ぎ

J

一

、

公

認

会

計

士

法

の

誕

生

{

V

ハ
木
号
掲
載
〉

コ
、
監
査
基
準
・
監
査
実
施
準
則
の
発
表
一

一
二
、
証
券
取
引
法
(
第
百
九
十
三
条
の
二
〉
}

回
、
初
年
度
監
査

五
、
次
年
度
監
査

六
、
第
三
次
監
査

七
、
第
四
次
監
査

八
、
今
後
の
問
題

、ー一一~一一一・t

F‘、
次
号
掲
載、J

戦
後
の
我
が
国
に
お
け
る
会
計
監
査
制
度

は

し

き

カ五

終
戦
後
、
我
が
思
民
経
済
の
再
建
、
安
定
の
た
め
、
経
済
諸
制
度
に
つ

い
て
種
々
顕
著
な
る
改
革
が
行
わ
れ
た
が
、
特
に
企
業
会
計
の
領
域
に
つ

い
て
も
、
「
企
業
会
計
の
革
命
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
経
済
民
主
牝
の

た
め
の
一
政
策
と
し
て
色
々
の
改
革
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
、
ず
な
わ
ち

企
業
会
計
に
関
す
る
原
則
・
準
則
・
規
則
な
ど
の
諸
規
制
が
次
か
ら
次
へ

と
円
公
表
さ
れ
、
ま
た
会
計
制
度
の
規
定
化
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
本

小
稿
に
お
い
て
述
べ
よ
う
と
す
る
の
は
、
終
戦
後
、
我
が
国
の
企
業
会
計

制
度
に
最
も
大
な
る
変
革
と
発
展
を
も
た
ら
し
た
と
こ
ろ
の
会
計
監
査
制

度
、
す
な
わ
ち
、
証
券
取
引
法
第
百
九
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
公
認

会
計
士
の
行
う
強
制
監
査
制
度
化
阪
定
し
て
説
述
ナ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
他
に
は
及
ば
な
い
こ
と
に
し
た
い
。

ま
た
、
本
誌
が
主
と
し
て
学
生
諸
君
を
対
象
と
す
る
、
ず
な
は
ち
、
経

済
学
部
の
機
関
誌
た
る
性
質
に
鑑
み
、
一
応
の
順
序
と
し
て
、
先
ず
戦
後

公
認
会
計
士
法
が
誕
症
し
た
が
、
な
ぜ
公
認
会
計
士
法
が
誕
生
し
た
か
、

一
体
公
認
会
計
土
の
業
務
は
伺
か
、
そ
の
公
認
会
計
士
と
な
る
に
は
、
い

が
な
る
訟
験
が
あ
る
の
か
、
そ
の
他
公
認
会
計
士
に
つ
い
て
述
ベ
、
次
に

そ
の
公
認
会
計
土
が
財
務
諸
表
の
監
査
を
行
う
に
当
っ
て
、
常
に
遵
守
す

ベ
き
と
と
ろ
の
「
監
査
基
準
・
監
査
実
施
準
則
」
に
つ
き
説
述
し
、
第
三

に
、
「
証
券
取
引
法
第
百
九
十
三
条
の
一
こ
に
よ
る
監
査
と
い
う
が
、
一

体
こ
の
条
文
は
い
か
な
る
条
文
た
の
か
、
こ
の
条
す
ん
に
関
係
あ
る
規
則
そ

の
他
を
述
ベ
、
第
四
に
、
愈
々
証
券
取
引
法
に
よ
る
公
認
会
計
士
の
監
査

三
五
三



戦
後
の
我
が
国
に
お
け
る
会
計
監
査
制
度

が
、
昭
和
二
十
六
年
七
月
一
日
以
後
に
始
ま
る
事
業
年
度
よ
り
珂
始
さ
れ

た
、
い
わ
ゆ
る
「
初
年
度
監
査
」
を
、
第
五

κ、
「
次
年
度
監
査
L

、
第
六

に
、
「
第
三
次
監
査
ι、
第
七
に
、
「
第
四
次
監
査
」
を
、
そ
し
て
現
在
に

至
っ
て
い
る
の
で
ふ
め
る
が
、
と
れ
ら
の
監
査
は
、
一
体
そ
れ
ぞ
れ
い
か
な

る
監
査
な
の
か
、
ま
た
我
が
国
の
法
定
監
査
が
実
施
さ
れ
て
か
ら
現
在
に

至
る
ま
で
の
経
過
宏
、
で
き
ラ
る
限
り
、
規
則
・
通
ち
ょ
う
・
そ
の
他
の

資
料
を
引
用
じ
て
、
い
さ
さ
か
詳
細
に
説
明
し
、
最
後
に
今
後
の
問
題
に

つ
い
て
若
干
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
本
小
稿
の
究
極
の
目
的
は
、
戦
後
の

我
が
国
に
お
け
る
公
認
会
計
士
の
法
的
監
査
制
度
に
つ
い
て
の
学
生
諸
君

に
対
す
る
解
説
た
ら
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
遁
記
〉

本
小
稿
の
作
成
に
づ
き
、
全
般
に
互

p恩
師
早
穏
回
大
学
教
授
佐
藤

孝
一
博
士
の
誇
著
普
及
び
誇
論
文
に
負
う
と
と
ち
極
必
て
多

4
感
謝

の
意
を
表
ナ
。公

認
会
計
士
法
の
誕
生

我
が
国
の
職
業
的
会
計
土
の
現
わ
れ
た
の
は
明
治
の
末
期
で
あ
り
(
註
u

大
正
の
初
期
に
は
次
第
に
そ
の
数
も
璃
加
し
、
何
ら
か
の
法
的
取
締
り
合

必
要
と
す
る
に
至
り
、
幾
度
か
議
会
に
提
出
せ
ら
れ
た
後
、
遂
に
昭
和
二

年
三
月
三
十
一
日
法
律
第
三
十
一
号
を
も
っ
て
「
計
理
士
法
」
が
制
定
公

布
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(
註
)
佐
藤
孝
一
著
「
羽
代
監
査
論
」
五
七
頁
に
は
鈎
治
四
十
年
五
万

森
田
熊
太
郎
氏
が
森
岡
会
計
調
査
釘
を
開
設
し
た
と
あ
る
。

三
五
回

か
く
て
計
理
士
法
は
昭
和
二
年
公
布
さ
れ
て
以
来
、
昭
和
二
十
三
年
七

月
ま
で
二
十
余
年
そ
の
ま
ま
施
行
せ
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
り
、
そ
の
問
中

小
企
業
の
経
理
改
善
に
大
き
な
功
績
を
遺
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、

し
か
し
な
が
ら
、
と
の
計
理
士
法
に
よ
る
真
に
期
待
さ
れ
た
通
り
の
健
全

な
発
達
を
遂
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
、
そ
の
理
由
は
、
一

つ
に
は
計
理
士
法
自
身
の
不
備
で
あ
り
、
次
に
、
計
理
士
自
身
の
社
会
的

信
用
の
微
弱
で
あ
り
、
そ
の
他
に
も
原
因
、
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

回
計
理
士
法
第
一
条
に
は
「
計
理
士
は
計
理
士
の
称
号
を
用
い
て
会

計
に
関
す
る
検
査
、
調
査
、
鑑
定
、
証
明
、
計
算
、
整
理
又
は
立
案
を
な

す
こ
と
を
業
と
す
る
も
の
と
す
o
」
と
定
義
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
け
れ

ど
も
、
実
際
に
は
こ
の
よ
う
な
主
要
業
務
を
本
業
と
す
る
者
は
少
く
し
て

傍
系
業
務
を
本
業
と
す
る
者
が
大
部
分
で
あ
っ
た
。
(
設
)

(
註
〉
内
山
築
審
「
八
公
認
会
計
士
法
逐
条
解
説
」
一
一
一
頁
。
内
山
氏
は
、

傍
系
出
常
務
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
も
の
を
あ
げ
て
い
る
。
巡
回
記
帳

・
税
務
相
談
及
び
税
務
代
弁

4

・
和
解
仲
裁
一
・
債
権
取
立
・
金
融
の
紹

介
・
会
社
の
設
立
合
併
等
の
手
続
・
官
聴
へ
の
許
認
可
申
請
書
の
作

成
等

ま
た
、
同
法
第
三
条
に
よ
れ
ば
「
帝
国
大
学
若
は
大
学
令
に
依
る
大
学

に
於
て
会
計
学
を
修
め
学
士
と
称
す
る
と
と
を
得
る
者
叉
は
専
門
学
校
令

に
依
る
専
門
学
校
に
於
て
会
計
学
を
修
め
之
を
卒
業
し
た
る
者
」
は
、
本

法
が
誠
験
制
度
を
原
則
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
無
条
件
に
計
理
士
に
な

れ
た
の
で
ふ
り
、
計
理
士
の
資
格
が
極
め
て
寛
大
で
あ
っ
た
の
で
、
一
体

計
理
士
み
は
、
職
業
名
な
の
か
、
資
格
称
号
名
な
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ



〈計理士の登録及び試験合格者調〉

年 '!lU 年中登録者数i累 計 11 計受理験士者試験数 I合同格者左数 1合同格者累友計

昭和2年 64 色!1 基

3 756 820 13 8 
4 1，030 1，8-50 33 15 
5 1，0生。 2，890 生8 i) 20 
6 919 3，809 8生 6 26 
7 1，085 長，894 28 げF 31 
8 657 5，551 30 呂 36 
9 605 6，156 16 5 基1
10 618 6，77生 26 8 49 
11 61.9 7，393 25 生 53 
12 610 8，003 25 生 57 
13 656 8，659 2壬 6 63 
14 685 9， :34A 27 5 68 
15 954 10，298 27 9 77 
16 1，755 12，053 38 7 8生
17 2，184 14，237 笠1 9 93 
18 1，656 15，893 64 7 100 
19 1，119 17，012 中止 100 
20 194 17，206 中止 100 
21 1，597 1.8，803 26 4 104 
22 3，1.80 21，983 i 生生 113 
23 3，700 25，683 1 113 

戦
後
の
我
が
国
に
お
け
る
会
計
監
査
制
度

内山繁著「公認会二十士法逐条解説JPP 6-7 

て
し
ま
い
、
昭
和
二
十
三
平
計
理
士
法
廃
止
の
際
、
登
録
し
た
計
理
士
は

二
五
、
六
八
三
名
に
達
し
、
と
の
う
ち
計
理
士
誌
験
に
合
格
せ
る
者
は
一

一
三
名
の
僅
少
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
(
註
一
)
、
残
余
の
者
は
全
部
無
誌
験

登
録
者
で
ら
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
二
万
五
手
余
名
を
数
え
る
計
理
士
の
う

ち
監
査
証
明
の
業
務
に
従
事
し
て
い
た
者
は
、
二
百
人
乃
至
五
百
人
程
度

と
推
定
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
状
態
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
ハ
註
ニ
)
。

(
詑
一
一
)
内
山
繁
「
前
燭
書
」
七
頁
。

(
設
一
一
)
内
山
繁
「
前
掲
書
」
三
頁
。

以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
し
て
、
そ
の
実
質
が
本
来
の
意
味
か
ら
す
る

会
計
監
査
を
行
う
も
の
で
は
な
い
の
で
、
と
と
に
、
戦
後
に
お
け
る
我
が

国
経
済
の
再
逮
は
も
と
よ
り
、
外
資
の
導
入
、
証
券
投
資
の
民
主
化
等
の

要
請
に
役
立
つ
ベ
く
、
企
業
の
経
理
を
公
正
に
し
、
財
務
関
係
書
類
の
真

実
性
を
保
持
せ
ん
が
た
め
(
註
)
、
英
米
の
よ
う
な
会
計
士
制
度
の
確
立
が

要
望
さ
れ
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
側
の
勧
告
も
あ
っ
て
、
遂
に
昭
和
二
十
三
年

七
月
六
日
法
律
第
百
三
号
を
も
っ
て
公
布
さ
れ
、
同
年
八
月
一
日
よ
り
施

行
さ
れ
た
の
が
「
公
認
会
計
士
法
」
(
以
下
「
会
計
士
法
」
と
い
う
)
で
あ

り
、
こ
こ
に
国
家
鼠
験
制
度
を
探
同
す
る
と
と
も
に
、
職
業
的
地
位
の
確

立
、
保
護
を
行
う
こ
と
・
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(
京
)
公
認
会
計
士
法
の
饗
畿
に
捺
し
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
早
稲
田

財
政
金
融
委
員
長
段
「
本
案
は
、
経
済
民
主
化
と
外
貨
導
入
と
い
う

終
戦
後
、
我
が
国
経
済
の
二
大
要
請
に
謄
じ
ま
し
て
、
企
業
に
お
け

る
経
理
の
公
正
化
を
は
か
目
、
財
務
書
類
の
同
県
実
性
を
確
保
ナ
る
た

診
に
、
会
計
に
関
ナ
る
監
査
、
証
明
託
業
と
ナ
る
公
認
会
計
士
を
設

三
五
五



戦
後
の
我
が
国
に
お
け
る
会
計
監
査
制
度

け
よ
う
と
ナ
る
も
の
で
あ
D
ま
し
て
一
再
々
」
と
述
べ
て
い
る
。

な
お
、
会
計
士
法
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
内
山
繁
著
「
公
認
会

計
士
法
逐
条
解
説
」
(
大
蔵
省
内
大
蔵
財
務
協
会
発
行
〉
及
び
「
公
認
会

計
士
法
詳
解
」
(
中
央
経
済
社
発
行
)
を
参
照
し
て
い
た
だ
を
た
い
。
こ
こ

に
は
、
た
だ
学
生
諸
君
の
た
め
に
、
公
認
会
計
士
の
業
務
、
会
計
士
補
の

業
務
、
公
認
会
計
士
詩
験
等
を
簡
単
に
説
明
し
よ
う
。

4

公
認
会
計
士
と
な
る
資
格
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
先
ず
第
一
に
、
後

述
す
る
よ
う
な
所
定
の
国
家
試
験
に
合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

〈
ナ
な
わ
ち
、
第
三
次
試
験
の
合
凶
作
者
で
あ
る
か
、
現
在
は
廃
止
さ
れ
た

が
(
本
年
七
月
廃
止
)
今
ま
で
な
ら
、
特
別
試
験
の
合
格
者
で
る
る
こ

と
)
第
二
に
、
所
定
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
。
(
大
蔵
省
に
あ
る
公
認
会

計
士
名
簿
に
登
録
を
ナ
る
ζ

と
)
第
三
に
、
欠
格
条
項
に
該
当
し
な
い
こ

と
。
(
未
成
年
者
禁
治
産
者
、
準
禁
治
産
者
そ
の
他
特
定
の
者
)
こ
れ
ら
や

三
条
件
が
充
足
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
お
っ
て
、
こ
こ
で
初
め

て
次
の
よ
ラ
な
公
認
会
計
士
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

〔
公
認
会
計
士
の
業
務
〕

公
認
会
計
士
の
業
務
と
し
て
、
会
計
士
法
は
、
第
二
条
に
次
の
通
り
定

め
て
い
る
。

第
二
条
公
認
会
計
士
は
、
他
人
の
求
に
応
じ
報
酬
を
得
て
、
財
務
書
類

の
監
査
叉
は
証
明
を
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
。

倒
公
認
会
計
士
は
、
前
項
に
規
定
す
る
業
務
の
外
、
公
認
会
計
士
の

名
称
を
用
い
て
、
他
人
の
求
に
応
じ
報
酬
を
得
て
、
財
務
書
類
の
調

五
六

整
を
し
、
財
務
に
関
す
る
調
査
若
し
く
は
立
案
を
し
、
叉
は
財
務
に

関
す
る
相
談
に
応
ず
る
こ
と
を
業
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、

他
の
法
律
に
お
い
て
そ
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
制
限
さ
れ
て
い
る
事

項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

同
第
一
項
の
規
定
は
、
公
認
会
計
士
が
他
の
公
認
会
計
士
の
補
助
者

と
し
て
同
項
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
/
妨
げ
な
い
。

少
し
説
明
か
}
加
え
れ
ば
、
本
条
第
一
項
は
、
公
認
会
計
士
の
主
要
業
務

の
規
定
で
よ
み
る
。
す
な
わ
ち
、
公
認
会
計
士
は
、
企
業
の
公
表
す
る
財
務

書
類
ハ
財
産
目
録
貸
借
対
照
表
、
援
盆
計
算
書
そ
の
他
財
務
に
関
ナ
る
書

類
〉
の
監
査
叉
は
証
明
を
す
る
こ
と
を
主
要
業
務
と
す
る
。
こ
の
業
務
は

公
認
会
計
士
に
の
み
許
さ
れ
た
業
務
で
は
占
め
る
が
〔
第
四
十
二
条
の
ニ

ハ
公
認
会
計
士
で
な
い
者
の
業
務
の
制
限
)
〕
、
外
国
公
認
会
計
士
〔
第
十
六

条
の
ニ
(
外
国
で
資
格
を
宥
ナ
る
者
の
特
例
)
参
照
〕
及
び
一
再
登
録
計
理

士
(
註
一
)
は
、
会
計
の
監
査
ハ
計
理
士
法
で
は
、
検
査
〉
門
誌
ニ
)
を
な

す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
述
す
る
ま
た
本
稿
の
目
的
と
す

る
「
証
券
取
引
法
第
百
九
十
三
条
の
二
」
の
規
定
に
基
く
法
的
強
制
監
査

は
公
認
会
計
士
に
限
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
て
、
公
認
会
計
士
法
上
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
と
の
よ
ラ
な
財
務

書
類
の
監
査
又
は
証
明
の
業
務
が
、
公
認
会
計
士
の
公
認
会
計
士
た
る
所

以
で
あ
る
本
来
の
主
要
業
務
で
は
ム
あ
る
け
れ
ど
も
、
現
実
の
問
題
と
し
て

我
が
国
の
現
状
か
ら
す
れ
ば
、
公
認
会
計
士
の
傍
系
的
業
務
た
る
次
に
述

べ
る
第
二
項
の
業
務
の
万
が
、
第
一
項
の
主
要
業
務
よ
り
も
断
然
需
要
が

多
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
。



(
設
一
)
木
来
計
理
士
は
、
計
理
士
法
が
、
昭
和
二
十
三
年
、
公
認
会

計
士
法
制
定
と
同
時
に
廃
止
'
さ
れ
た
の
で
ハ
公
認
会
計
士
法
務
六
十

一
条
〉
存
在
し
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
一
定
の
計
理
士
ハ
計

理
士
法
廃
止
の
際
計
理
士
で
る
る
者
〉
が
、
昭
和
一
一
十
六
年
三
万
三

十
一
日
ま
で
に
、
公
認
会
計
士
絞
組
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
大
出
獄
小
引
に
備
え
る
計
瑚
土
名
簿
に
登
録
を
受
け
た
と
き
は
、
計

理
士
の
名
穏
を
用
い
て
、
前
漣
し
た
従
来
の
業
務
ハ
旧
計
理
士
法
第

一
条
)
を
勝
目
k
u
ζ

々
と
が
出
来
る
。
、
(
公
認
会
計
士
法
第
六
十
三
条
〉

こ
れ
が
、
ナ
な
わ
ち
、
再
登
録
計
理
士
で
る
り
、
現
在
、
実
社
会
で

活
躍
し
て
お
る
わ
け
で
、
後
表
に
一
万
ナ
よ
う
に
、
昭
和
二
十
七
年
七

月
末
現
在
で
、
計
理
士
(
再
登
録
〉
の
総
数
が
、
同
一
六
四
名
で
る

ザ
む
。

な
初
、
旧
計
理
士
法
ハ
崎
明
五
条
〉
に
よ
る
計
瑚
士
の
登
録
申
請
は

公
認
会
計
士
法
公
布
以
後
受
理
し
な
い
。
(
公
認
会
計
士
第
六
十
日
一

条
U

(
註
一
一
)
会
認
会
計
士
法
、
第
一
一
条
で
い
う
、
「
監
牽
」
と
い
う
の
は
、

会
計
検
査
院
法
、
間
計
理
士
法
に
い
う
検
査
に
遁
ず
る
。

ハ
前
掲
内
山
市
有
六
八
頁
)

本
条
第
二
項
は
、
公
認
会
計
士
の
業
務
と
し
て
ば
、
い
わ
ゆ
る
傍
系
的

業
務
(
設
一
一
〉
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
公
認
会
計
士
が
、

こ
の
よ
う
な
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
は
、
我
が
国
の
産
業
経
済
の
発
展
の

た
め
に
も
、
企
業
の
発
展
の
た
め
に
も
、
ま
た
λ

公
認
会
計
士
制
度
の
将
来

の
発
展
の
た
め
に
も
よ
い
と
と
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
業
務
以
外
の
業

戦
後
の
我
が
闘
に
お
品
川
る
会
計
監
査
制
度

， 

務
も
公
認
会
計
士
は
行
い
う
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
J

ミ
税
理
業
務
を
行
う

た
め
に
は
「
税
理
士
」
(
註
一
一

υ
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
註
一
u
第
二
条
第
二
顎
に
規
定
ナ
る
業
務
の
意
義
を
、
前
掲
菩
に
お

い
て
内
山
氏
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
お
ら
れ
る
。
(
前
掲
内
山
著
、

七
一
!
l
七
二
頁
)
「
財
務
警
類
の
調
整
」
と
は
、
・
:
・
他
人
の
記
帳

し
た
と
と
ろ
に
基
い
て
決
算
書
類
そ
の
他
の
財
務
書
類
を
調
整
す
る

と
と
で
あ
る
。

「
財
務
に
関
ナ
る
調
査
」
と
は
、
・
:
:
・
会
計
に
関
係
あ
る
或
特
殊
事

項
に
ヲ
い
て
吟
味
ナ
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。

「
財
務
に
関
ナ
る
立
案
」
と
は
、
・
:
:
・
帳
簿
組
織
の
す
一
菜
、
内
部
監

査
組
織
の
か
一
家
、
会
計
組
織
の
立
案
隼
を
い
う
の
で
る
る
。

「
財
務
に
関
ナ
る
相
談
に
膝
ず
る
こ
と
」
と
は
、
:
:
・
公
認
会
計
士

も
一
問
問
弁
護
士
と
同
様
、
会
計
に
関
ナ
る
顧
問
に
ワ
い
て
助
言
と

指
導
と
を
与
え
、
会
計
実
務
の
円
滑
な
働
b
き
伝
助
成
す
る
職
能

を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
註
宇
一
)
公
認
会
計
士
に
し
て
、
税
理
業
務
改
行
う
た
め
に
は
、
税
理

士
法
集
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
国
税
憶
に
備
え
る
稔
理
官
名
簿
に

登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
税
理
士
法
」
第
一
条
、
税
寝
士

段
、
中
豆
な
立
場
に
お
い
て
、
納
税
義
務
者
の
信
頼
に
こ
た
え
、
租

稔
に
関
ナ
一
心
法
令
に
規
定
さ
れ
た
納
税
義
務
R
適
正
に
実
現
し
、
納

税
に
関
ナ
る
清
一
義
を
高
あ
る
よ
う
に
努
力
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

・
次
に
、
乙
の
総
理
士
の
業
務
は
、
税
理
士
法
第
二
条
に
規
定
し
七

い
る
が
、
「
続
替
代
理
」
と
「
税
務
害
類
の
作
成
」
と
「
稔
談
相
談
」

三
五
七



戦
後
の
我
が
国

K
お
け
る
会
計
監
査
制
度

@
一
一
一
業
務
が
そ
れ
で
あ
る
。

な
お
、
「
税
理
士
訟
」
は
、
昭
和
二
十
六
年
六
月
十
五
日
法
律
察

こ
-
一
ア
セ
号
を
も
っ
て
公
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
目
、
務
理
士
試
験
制
度

-y

が
あ
る
の
で
る
る
。

ま
た
第
三
項
は
、
他
の
公
認
会
計
士
と
の
共
同
事
業
の
規
定
で
あ
る
q

こ
の
説
明
は
省
略
す
る
。

1

1

J

i

門
会
計
士
輔
の
警
務
U
一

会
計
士
補
色
仲
村
、
ハ
後
一
述
の
第
二
次
裁
験
民
合
格

L
で
会
計
士
補
ハ
と
た
a

り
得
る
U

有
資
格
者
の
す
べ
て
を
い
う
の
で
は
な
く
て
、
自
ら
公
認
会
計

士
の
監
査
証
明
業
務
を
補
助
す
る
者
と

L
て
会
計
士
補
名
簿
〈
大
藤
省
民

あ
る
〉
に
登
録
し

T

た
者
の
み
を
い
う
。

次
に
会
計
士
補
の
業
務
と
し
て
、
会
計
士
法
は
、
第
三
条
に
次
の
通
り

定
め
て
い
る
。

第
三
条
会
計
士
補
は
、
公
認
会
計
士
と
な
る
の
に
必
要
な
坊
語
を
修
習

す
る
た
め
、
会
計
士
祷
の
名
称
を
用
い
て
、
前
条
第
一
項
の
業
務
に
つ

い
て
、
公
認
会
計
士
を
補
助
す
る
。

倒
会
計
士
補
は
、
他
大
の
求
に
応
じ
報
酬
を
得
て
、
会
計
士
識
の
名

称
を
用
い
て
、
業
と
し
て
前
条
第
二
項
の
業
務
を
営
む
こ
と
が
で
き

る。

防
前
条
第
二
一
項
但
書
の
規
定
は
前
項
の
場
合
花
、
号
れ
を
準
用
す

る

。

~

、

ー

少
し
説
明
す
れ
ば
第
一
項
は
、
将
来
有
能
な
n
公
認
会
計
士
と
な
る
た

め
に
、
会
計
士
補
除
、
公
認
会
計
士
の
業
務
の
見
習
と
補
助
と
を
さ
せ
る

三
五
八

と
と
と
し
た
・
第
二
項
は
、
公
認
会
計
士
同
様
自
ら
独
立
し
て
、
前
条
第

二
項
の
財
務
氏
関
す
る
業
務
一
に
つ
い
て
行
い
う
る
の
で
為
る
。
第
三
項
は

別

κ説
明
の
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
て
、
会
計
士
僚
の
特
権
は

「
-
会
計
士
補
」
と
い
う
名
称
使
用
の
独
占
権
よ
、
一
応
後
述
す
る
が
、
第

三
次
裁
験
の
受
験
資
格
も
半
特
権
で
・
あ
ろ
う
(
註
)
。

(
註
)
内
山
繁
「
前
掲
書
」
七
七
頁
。

門
会
毘
会
計
士
試
験
〕

次
に
‘
公
認
会
計
士
と
な
る
た
め
に
は
、
公
認
会
計
士
裁
験
に
合
格
L

な
け
れ
ぽ
な
ら
な
山
。
公
認
会
計
士
誠
験
は
第
一
次
誠
験
、
第
二
次
試
験

第
三
次
訴
験
か
ら
な
る
A

(

会
計
士
法
、
第
五
条
参
照
山

王
第
↓
次
試
験
〈
会
計
士
法
、
第
六
条
、
第
七
条
参
照
〉

第
一
次
試
験
は
、
第
二
次
裁
験
を
受
け
る
の
に
相
当
な
一
般
的
学
力
を

有
す
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
た
め
に
行
う
も
の
で
あ
っ
て
~
該
験
科
目
は

国
語
、
数
学
及
び
論
文
で
あ
っ
て
、
毎
年
一
回
行
わ
れ
る
。
但
し
、
第
一

次
試
験
合
格
者
と
同
等
以
上
の
学
力
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
は
、
会

計
士
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
次
訴
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
ゆ
え
に
、
大
学
率
業
者
、
旧
制
高
等
専
門
学
校
率
業
者
は
、
第

一
次
試
験
は
免
除
さ
れ
る
。

2

第
二
次
訴
験
ハ
会
計
士
法
、
第
八
条
、
第
九
条
参
照
)

第
二
次
試
験
は
、
会
計
士
織
と
な
る
の
に
必
要
な
専
門
的
学
識
を
有
す

る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
誌
験
科
目

は
、
次
に
列
挙
す
る
科
目
で
為
る
。

一
、
会
計
学
ハ
簿
記
、
財
務
諸
表
論
、
原
価
計
算
及
び
監
査
論
U



二
、
経
営
学
三
、
経
済
学

関
す
る
部
分
を
除
く
。
)

第
二
次
訴
験
は
、
第
一
次
訴
験
に
合
格
し
た
者
ま
た
は
、
第
一
次
誠
験

を
免
除
さ
れ
た
者
だ
け
が
、
こ
れ
を
受
け
る
と
と
?
山
で
き
る
の
で
あ
る
。

第
二
次
試
験
の
免
除
は
、
会
計
士
法
第
九
条
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
前
記

誠
験
科
目
の
う
ち
、
特
定
科
目
に
限
り
免
除
さ
れ
る
一
部
免
除
と
、
全
科

R
免
除
(
会
計
士
法
、
第
五
条
黍
照
〉
と
が
あ
る
。
第
二
次
誠
験
に
合
格

し
た
者
、
ま
た
は
第
二
次
訴
験
の
全
部
ハ
全
科
目
)
免
除
を
受
け
た
者
は

会
計
士
補
と
な
る
資
杭
JUT-
有
し
、
，
十
人
総
省
に
備
え
で
あ
る
会
計
士
補
名
簿

に
登
録
の
上
、
会
計
士
補
と
な
る
と
と
が
で
ぎ
る
。
第
二
次
試
験
は
、
毎

年
一
回
行
わ
れ
る
、
会
計
士
補
有
資
桝
者
ば
昭
和
二
十
九
年
九
月
末
現
在

八
百
八
十
二
名
で
あ
る
ハ
註
)
。

(註
)

ζ

の
第
二
次
試
験
紅
、
学
生
諸
君
に
一
番
関
係
が
深
い
の
で
)

参
考
ま
で
に
、
ー
公
認
会
計
士
法
公
布
以
後
、
本
年
ま
で
の
試
験
成
績

を
表
記
し
て
お
く
。

凶
、
商
法
(
海
商
、
手
形
及
び
小
切
手
K

一

年

広

ー

し

川

一

宮

者

数

一

存

宮

崎

(
ι

引

i
l
l
-
J
j

一
昭
和
一
一
十
四
年
一
瓦
一
一
凡
さ
一
一
一
一
一
五
約
八
名
に
一
名
人
口
持

一
二
十
五
年
一
一
、
一
実
一
一
完
一
一
回
ダ
一

V

セ

名

グ

一
三
十
六
年
一
、
完
回
一
一
七
一
一
一
角
〆
一
ク
一

O
名

タ

一
二
十
七
年
一
一
、
宅
一
一
一
一
一
一
七
一
ウ
メ
一
グ
一
一
本
名
グ

ご
十
八
年
一
一
、
九
三
一
一
ぎ
一
九
五
タ
一
一
名

v

↑
一
一
十
九
年
一
一
、
毛
主
一
七
回
一
秀
一

v
一
一
名
タ

「
ι|

計

一

劃

E
一
九
九
一
一
一

戦
後
の
我
が
国
に
お
け
る
会
計
監
査
制
度

第
三
次
試
験
ハ
会
計
士
法
、
策
十
条
、
第
十
一
条
、

修
十
二
条
参
照
)

第
三
次
試
験
は
、
公
認
会
計
士
、
と
な
る
の
に
必
要
な
高
等
の
専
門
的
応

用
能
力
を
有
す
る
か
ど
っ
か
を
判
定
ず
る
た
め
に
行

3
も
の
で
あ
コ
て
、

試
験
科
目
は
、
財
務
に
関
す
る
欣
一
川
、
分
析
そ
の
他
の
実
務
(
視
に
関
す

る
実
務
を
含
む
o

)

で
↓
め
る
。
第
三
次
試
験
は
、
会
計
士
補
ま
た
は
会
計
土

補
・
と
な
る
資
格
を
有
ず
る
者
で
ふ
め
っ
て
、
次
の
二
つ
の
条
作
を
具
備
す
る

こ
と
が
必
愛
で
あ
る
。
ぷ
一
年
以
上
の
宍
務
補
習
仲
二
年
以
上
の

監
査
ま
た
は
証
明
業
務
に
つ
い
て
、
会
認
会
計
土
の
補
助
、
ま
た
は
政
令

で
定
め
る
対
務
に
関
す
る
監
査
、
分
析
そ
の
他
の
実
務
に
従
事
、
第
三
次

試
験
も
毎
年
一
回
行
わ
れ
る
。
第
三
次
訴
験
の
受
験
資
格
は
、
前
記
の
よ

う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
現
在
ま
で
有
資
格
者
じ
少
〈
、
昭
和
二
十
九

年
九
月
末
現
在
で
合
格
者
ば
僅
か
五

O
名
で
あ
る
♀
己
。

(
註
)
昭
和
一
二
十
四
年
よ
り
現
有
迄
〔
昭
和
二
十
九
年
.
の
修
三
火
試
験

は
、
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
〉
二
十
八
年
皮
ま
で
の
成
紡
杭
況
は
、

大
競
首
題
財
局
の
発
表
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
で
る
る
。

3 
年

F!i 

ZlJ 

昭

ま日

二

十

四

年

二

十

五

年

二

十

六

年

二

十

七

年

二

十

八

年

累

昔十

一
二
五
九



戦
後
の
我
が
国
に
お
け
る
会
計
監
査
制
度

4

特
別
公
認
会
計
士
誌
験

以
上
1
、
2
、
3
は
公
認
会
計
士
と
な
る
正
規
の
誌
験
ル

l
ト
で
あ
る

が
、
こ
の
外
に
本
年
七
月
末
ま
で
特
別
の
ル
l
ト
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
誌
験
制
度
は
、
学
生
諸
君
に
は
将
来
と
い
え
ど
も
直
接
関
係
の
あ
る

も
の
で
は
な
い
の
で
省
略
す
る
こ
と
に
す
る
が
、
た
だ
現
在
の
公
認
会
計

士
の
大
部
分
が
こ
の
特
別
試
験
に
よ
り
合
格
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知

っ
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
特
別
誠
験
制
度
は
、
昭

和
二
十
三
年
八
月
一
日
よ
り
、
本
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
六
年
間
暫
定

的
に
実
施
さ
れ
た
制
度
で
あ
っ
て
、
正
規
の
誠
験
ル

i
ト
を
経
る
こ
と
な

く
し
て
、
こ
の
特
別
試
験
の
み
合
格
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
認
会
計
士

と
な
れ
た
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
と
の
特
別
裁
験
受
験
資
格
者
は
限
定
さ

れ
て
い
た
の
で
み
ぬ
っ
て
、
公
認
会
計
士
た
る
べ
き
学
識
、
経
験
を
既
K
有

す
る
も
の
と
一
応
見
な
し
得
る
人
々
に
対
し
て
の
み
受
験
資
格
を
与
え
て

n
-

。

'
h
v
φ
h
u
 

し
か
し
な
が
ら
、
本
年
五
月
三
十
一
日
「
公
認
会
計
士
法
の
一
部
改
正

の
法
律
案
」
が
、
国
会
を
通
過
し
、
と
の
特
別
試
験
制
度
は
、
本
年
七
月

三
十
一
日
を
も
っ
て
廃
止
さ
れ
た
の
で
為
る
が
、
第
三
次
誌
験
合
格
者
に

比
べ
、
こ
の
特
別
試
験
に
よ
る
合
格
者
、
す
な
わ
ち
、
公
認
会
計
士
有
資

格
者
と
な
っ
た
者
は
一
、

O
四
二
名
で
あ
る
(
註
一
)
。

し
か
し
て
、
前
記
改
正
案
に
よ
っ
て
、
特
別
試
験
制
度
に
代
っ
て
、
暫

定
的
に
一
定
の
有
資
格
者
に
対
し
、
一
二
ヶ
年
間
、
第
一
次
、
第
二
次
訴
験

を
経
る
こ
と
な
く
第
三
次
試
験
を
受
け
る
資
格
が
与
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の

公
認
会
計
士
試
験
第
三
次
資
格
検
定
制
度
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
(
註

メ、。

一一一)。(
註
一
一
)
特
別
試
験
制
度
が
、
昭
和
二
十
三
年
八
月
実
施
さ
れ
て
か

b

本
年
七
月
末
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
六
年
間
に
、
十
一
団
施
行
吉
札
、

令
格
者
総
数
一
、

O
四
二
名
に
遣
し
た
一
。
内
山
繁
稿
「
特
別
試
験
の

試
験
成
績
に
つ
い
て
」
雑
誌
「
企
業
会
計
」
二
十
九
年
十
月
号
。

(
註
一
一
)
公
認
会
計
士
試
験
第
三
次
委
格
裁
定
制
度
に
つ
い
て
は
、
雑

誌
「
産
業
経
理
」
二
九
年
七
月
号
、
大
蔵
事
務
官
内
山
繁
稿
「
公
認

会
計
士
法
の
一
部
改
正
に
つ
い
吃
」
参
照
の

ζ
E
。

一
な
お
、
第
一
回
の
ζ

の
資
格
検
定
試
験
は
、
去
る
十
月
一
日
行
わ
れ

た
の
で
あ
る
。

以
上
で
、
大
体
公
認
会
計
士
の
業
務
、
ま
た
公
認
会
計
士
と
な
る
た
め

の
試
験
制
度
の
概
要
を
説
明
し
‘
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
外
に
も
公
認
会
計

士
に
関
す
る
重
要
事
項
、
例
え
ば
監
査
人
の
資
格
、
，
責
務
、
独
立
性
の
問

題
、
監
査
人
の
選
定
等
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
は
省
略
す
る
故
、
前

掲
佐
藤
孝
一
著
「
現
代
監
査
論
」
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

(
註
)
主
た
監
査
人
に
関
ナ
ろ
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
左
記
の
著
書
を

参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

原
口
亮
卒
「
会
計
監
査
」
渡
辺
義
雄
「
会
計
士
と
そ
の
監
査
」

近
淳
弘
治
「
民
査
制
度
ー
一
同
右
「
会
計
士
に
関
ナ
る
諸
問
題
」

野
本
悌
之
助
一
段
査
議
論
」

山
野
井
房
一
郎
「
強
制
監
査
と
受
入
態
勢
」

(
拍
也
記
〕
公
認
会
計
士
法
関
係
に
つ
い
て
の
解
説
に
当

p
、
大
蔵
事
務

官
内
山
繁
氏
の
著
書
、
及
か
藷
資
料
に
負
う
と
こ
ろ
極
め
て
多
い
。
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監
査
基
準
・
監
査
実
施
準
則
の
発
表

昭
和
二
十
三
年
六
月
、
経
済
安
定
本
部
に
設
置
さ
れ
た
「
企
業
会
計
制

度
対
策
調
査
会
」
(
註
一
〉
は
先
ず
企
業
会
計
を
確
立
維
持
す
る
た
め
の

重
大
指
針
と
じ
て
、
昭
和
二
十
四
年
七
月
「
企
業
会
計
原
則
・
財
務
諸
表

準
則
」
(
註
一
一
)
を
中
間
報
告
の
形
式
で
発
表
し
た
が
、
さ
ら
に
そ
れ
に
引

き
継
き
、
そ
れ
と
表
裏
一
体
唇
歯
輔
車
の
関
係
に
立
つ
「
監
査
基
準
・
監

査
実
施
準
則
」
を
、
昭
和
二
十
五
年
九
月
に
同
じ
く
中
間
報
告
の
形
式
を

も
っ
て
公
表
し
た
の
で
あ
り
、
調
査
会
発
足
以
来
一
般
社
会
に
お
く
る
第

二
の
成
果
で
あ
っ
た
。

(
註
一
)
企
業
会
計
制
反
対
策
調
杢
会
(
現
在
名
稀
l
企
業
会
計
審
議

会
〉
乙
の
調
査
会
は
昭
和
二
十
三
年
五
月
十
四
日
、
放
送
会
館

第
五
ス
タ
ヂ
オ
に
て
、
終
戦
後
の
日
本
経
済
の
再
建
復
興
の
問
題
に

関
連
し
て
公
認
会
計
士
制
度
の
確
立
と
産
業
会
計
教
育
の
根
本
的
刷

新
の
必
要
等
の
た
あ
、
民
間
情
報
局
の
モ
ス
博
士
の
意
力
に
よ
り
て

開
催
吉
れ
た
「
会
計
基
準
及
び
教
育
会
議
」
(
内
O
ロ

r
z
R由

on

青
n
o
g
a
s
g曲

目
仏
国
丘
四
国

E
E
r
B巴
0
5
に
よ
り
、
生
れ
た

も
の
で
あ
る
。
ナ
な
わ
ち
、
と
の
会
議
の
成
果
と
し
て
、
建
議
案
が

決
議
さ
れ
、
上
野
博
士
よ

p
、
時
の
総
理
大
臣
(
芦
田
均
)
に
提
出

き
れ
、
同
年
六
月
二
十
九
日
間
議
決
定
の
「
企
業
会
計
制
度
対
策
調

査
会
設
置
に
関
ナ
る
件
」
に
も

E
ず
き
、

ζ

の
調
査
会
が
設
置
さ
れ

る
と
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し

τ、
と
の
調
査
会
の
委
員
は
、
官
臆
関
係
、
学
識
関
係
、

戦
後
の
我
が
国
に
お
け
る
会
計
監
査
制
度

実
務
関
係
等
各
方
面
の
代
表
者
や
権
威
者
か
ら
構
成
さ
れ
た
。

ま
た
、
と
の
調
査
会
は
、
任
務
の
分
担
の
た
あ
部
会
が
あ
り
第

一
部
会
が
、
、
前
越
せ
る
「
企
業
会
計
原
則
財
務
諸
表
準
則
」
を
公
表

し
、
第
三
部
会
ぽ
「
監
査
基
準
、
監
査
実
施
準
則
」
を
庚
汎
且
つ
深

甚
な
研
究
調
査
を
行
い
、
昭
和
二
十
四
年
七
月
か
ら
約
一
ヶ
年
二
十

五
年
八
月
ま
で
何
回
も
慎
重
審
議
を
重
ね
た
結
果
、
そ
の
成
果
を
中

間
報
告
の
形
式
で
公
表
し
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
企
業
会
計
制
度
対
策
論
査
会
の
名
穆
は
.
企
業
会
計
基
準
審

議
会
と
襲
。
、
後
、
昭
和
二
十
七
年
七
月
、
行
政
機
構
改
革
の
結
果

主
し
て
、
大
蔵
省
必
所
管
に
移

p
、
同
時
に
「
企
業
会
計
審
議
会
」

‘
と
改
稀
吉
れ
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

ま
た
、
前
遮
せ
る
よ
う
に
、
と
の
審
議
会
に
段
、
四
部
会
が
あ
目

次
の
よ
う
な
事
項
に
つ
い
て
分
担
さ
れ
、
調
査
審
議
を
な
ナ
、
企
業

会
計
ム
審
議
会
の
会
長
は
寸
上
野
遺
輔
博
士
で
あ
る
。

(
第
一
部
会
)
部
会
長
、
黒
海
清

企
業
会
計
の
基
準
の
設
定
、
企
業
会
計
制
度
の
整
備
改
善
並
び
に

他
の
部
分
に
属
し
な
い
企
業
会
計
に
関
ナ
る
重
要
事
項

(
第
=
部
会
〉
部
会
長
上
野
道
輸

企
業
会
計
の
歎
育
及
び
普
及
暦
蒙
に
関
ナ
る
事
項

(
第
三
部
会
〉
部
会
長
岩
田
巌

企
業
会
計
の
監
査
基
準
の
設
定
に
関
ナ
る
事
項

(
策
阿
部
会
)
部
会
長
中
西
寅
雄

原
価
計
算
の
基
準
の
設
定
に
関
ナ
る
事
項

一一一六一



戦
後
の
我

J

抑
留
に
お
け
る
会
計
監
査
制
度

ハ
設
二
)
「
企
業
会
計
開
即
刻
・
財
務
誇
表
準
則
」

先
づ
、
「
企
業
会
計
際
則
」
と
は
、
企
業
会
計
弘
正
規
制
ナ
る
根
本

残
刻
で
あ
っ
て
、
企
業
会
計
の
実
務
の
な
か
に
慣
習
と
し
て
発
達
し

た
も
の
の
な
か
か
ら
、
一
政
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
と
ζ

ろ
を

要
約
し
た
-
も
の
で
ち
る
と
い
え
る
で
あ
る
う
o

ま
た
、
「
財
務
諸
表
準
則
」
と
は
、
財
務
諸
表
の
標
準
校
式
及
び

作
成
方
法
に
関
ナ
る
要
件
を
定
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
、

財
務
誇
表
。
改
養
統
一
を
目
的
と
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
る
る

Q

と
れ
る
の
原
則
、
準
則
。
制
定
に
つ
い
て
は
、
黒
浮
清
博
士
が
絶

大
な
努
力
を
抗
っ
て
原
案
の
作
成
に
当
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

と
れ

b
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
左
記
の
著
品
再
開
を
、
ま
た
特
殊
研
究

院
他
の
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

佐

藤

孝

一

「

現

代

会

計

学

」

黒

掴

停

滞

「

近

代

会

計

学

」

太
田
哲
一
一
一
「
新
版
会
計
学
」

山
下
勝
治
「
会
計
原
則
り
理
論
」

沼
田
嘉
穏
「
会
社
財
務
諸
表
論
T

一

岡

部

淳

請

「

会

計

学

」

A
P
監

町
「
監
査
基
議
」
設
定
の
理
由

監
査
基
準
を
設
定
し
た
理
由
に
つ
き
、
企
業
会
計
審
議
会
第
三
部
会
長

で
あ
り
、
出
抗
菌
に
お
け
る
監
査
論
の
権
威
者
に
し
て
、
こ
の
原
案
作
成
に

査

基

準

中
央
経
済
社

春

秋

社

千

念

書

房

森

山

番

底

千

倉

書

房

千

倉

書

房

ム
ノ、

絶
大
な
る
努
力
を
払
は
れ
た
岩
田
教
授
は
、
次
の
よ
う

K
述
べ
ら
れ
て
お

ら
れ
る
。

「
ζ

と
に
監
査
基
準
手
一
設
定
し
た
主
た
る
理
由
は
、

ζ

れ
を
要
ナ
る
に

会
五
に
し
て
妥
当
な
企
業
会
計
基
準
の
維
持
お
よ
び
発
展
に
貢
献
ナ
る

た
め
、
近

t
実
施
さ
れ
る
予
定
の
強
制
什
部
監
査
制
度
の
基
礎
人
1

確
立

ナ
る
と
と
も
に
、
そ
の
円
滑
な
る
選
管
を
は
か
ろ
う
と
ナ
る
点
に
る

る
。
ナ
で
に
と
の
.
監
査
制
度
の
法
的
基
礎
が
公
認
会
計
士
法
お
よ
び
証

券
取
引
法
等
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
て
い
る
ζ

と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る

然
し
な
が
ら
そ
れ
は
単
に
そ
の
形
式
争
整
備
ナ
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で

あ
っ

τ、
具
体
的
内
容
は
い
ま
だ
切
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。
監
査
基

準
は
と
の
形
式
の
な
か
に
ー
で
き
る
か
ぎ
り
実
質
的
な
内
容
を
感

p
込

む
ζ

と
を
目
的
と
じ
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
る
る
℃
も
と
よ
り
と
れ
は

-
一
般
に
妥
当
す
べ
き
根
本
原
別
別
で
あ
る
か
ら
、
勢
い
抽
象
的
に
な
る
。
さ

る
を
符
な
い
が
、
将
来
規
定
さ
る
ペ
き
具
体
的
内
容
の
少
な

t
と
も
方

向
だ
け
は
推
定
せ
ん
と

L
た
も
の
で
あ
る

J
ハ
岩
田
巌
司
会
計
監
査
」

ハ
現
代
会
計
実
務
諮
峰
崎
車
問
念
〉
監
査
基
準
三
頁
)

ま
た
、
後
に
挙
げ
た
る
、
我
が
闘
の
「
監
査
基
準
」
は
、

「
監
査
基
準
の
設
定
に
づ
い
て
」
の
最
後
に
あ
る
よ
う
に
、
「
ζ

れ
を

要
ナ
マ
引
に
、
監
査
基
準
の
設
定
は
、
従
ろ
に
監
査
人
没
制
約
ナ
る
も
の

で
は
な
〈
し
て
、
む
し
ふ
監
査
入
、
依
頼
人
(
却
ゆ
り
被
監
査
人
〉
及
び

一
校
関
係
人
の
利
害
左
合
理
的
に
読
整
し
て
、
監
費
制
度
に
確
聞
た
る

基
撃
を
与
え
、
そ
の
円
滑
な
一
る
運
営
を
図
ら
ん
E
ナ
る
も
mu

で
あ
る
。
」

と
述
ベ
、
特
に
叫
が
が
国
の
実
情
に
鑑
み
て
啓
蒙
的
教
育
的
な
立
場
か
ら
、



監
査
基
準
を
設
定
す
る
理
由
の
説
明
を
加
え
て
い
る
。
(
後
に
る
げ
た
「
監

査
基
準
の
設
定
に
つ
い
て
」
の
川
倒
閉
会
照
)

従
っ
て
、
そ
の
内
容
は
、
ア
メ
リ
カ
の
監
否
基
準
(
註
〉
を
範
と
し
た

の
で
は
あ
る
が
、
前
述
せ
る
上
う
な
我
.
か
国
の
特
殊
の
実
情
に
鑑
み
、
公

認
会
計
士
の
み
で
な
く
、
依
頼
人
、
財
務
諸
表
の
報
告
を
受
け
る
外
部
の

利
害
闘
係
者
や
当
該
会
社
の
取
引
関
係
者
、
そ
の
他
一
般
の
人
々
を
対
象

と
し
て
啓
蒙
的
・
教
育
的
な
立
場
か
ら
の
種
々
な
る
解
説
的
条
項
が
加
え

ら
れ
て
い
る
。

〔
註
)
我
が
国
の
「
民
査
基
準
L

は
、
主
と
し
吃
ア
メ
F
力
の
一
九
四
七

年
(
昭
和
二
十
二
年
)
米
国
会
計
士
協
会

Q
F
5
2庁
出
口
阿
国
田

Z
P
8
0同

〉
R
E
J
Sロ
F
〉
宮
〉
の
段
査
手
続
委
員
会
に
よ
る
「
監
査
基
準

佼
報
告
書
」
ハ
斗
巾
ロ

gT守
巾
∞

gzsmH兵
え
〉
口
弘
山
内
宮
崎
∞
宮
口
仏
良
品
目
・

4HMm山
門
の
め
ロ
巾
H
i
m
江
戸
司
〉
nロ山
3
0
a
ω
日
関
口
同
片
山
町
田
口
no
目
白
色

ωnoHU日
)

を

範
と
し
た
も
の
で
あ
担
、
ア
メ

F
カ
の
「
監
変
基
準
」
は
、
設
が
届

と
昼
(
な

D
、
主
と
し
て
専
門
家
た
る
公
認
会
計
士
を
対
象
と
し
て
規

定
さ
れ
て
お
る
よ
う
で
あ
ろ
。

ω
「
監
査
基
準
」
の
体
系

我
が
国
の
「
監
査
基
準
」
は
、
三
穣
の
基
準
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

同
監
査
一
般
基
準
(
監
査
人
の
適
格
性
の
条
件
、
監
査
人
が
業
務
土

守
る
べ
き
規
範
門
職
業
的
倫
理
U

及
び
監
査
人
の
任
務
を
明
か
に
す
る
原

則〉
伽
監
査
実
施
訟
準
ハ
監
査
手
続
の
選
れ
遜
用
合
規
制
す
る
原
則
〉

制
監
査
報
告
基
準
(
礎
査
報
告
書
の
記
載
要
件
を
境
律
す
る
原
則
U

戦
後
の
我
が
国
に
お
け
る
会
計
監
査
制
度

以
上
一
一
一
基
準
に
区
分
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
要
す
る
に
、
財
務
諸
表

監
査
を
実
施
す
る
場
合
、
職
業
的
監
査
人
が
常
に
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
原
別
で
あ
る
。

次
に
、
で
は
米
国
の
「
監
査
基
準
」
は
、
ど
う
か
と
い
え
ば
、
我
が
国

と
同
様
三
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
次
陀
両
者
を
比
較
し
て
見
ょ
う
。

国J1J
ligl手量準 ?華

[壁l12i 臨

査

ハ
設
)
佐
藤
孝
一
「
現
代
監
査
論
」
一
二
八
頁
よ
り

(
清
一
記
)

な
お
、
ア
メ
リ
方
の
出
回
品
交
基
準
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

佐

藤

孝

一

「

監

査

基

準

」

太

平

社

岩

間

巌

「

ア

メ

η
ノ
カ
財
務
監
査
」
産
業
経
理
協
会

〉
H
h
r
.

ご
〉
ロ
門
出
仲
田
σ
V
1
n
リ巾
H
A
R
M
め
内
同
町
E
富
山
口
〉
n
n
c
g凶作目ロ
2
・3
.
]
巴

uc.

ノ¥



戦
後
の
我
が
国
に
お
け
る
会
計
監
査
制
度

的
監
査
一
般
基
準

「
監
査
一
般
塾
準
」
と
は
、
い
か
な
る
基
準
で
あ
る
か
は
、
す
で
に
述

べ
た
と
こ
ろ
で
み
め
る
が
、
我
が
国
の
「
監
杢
一
般
苓
準
」
は
、
八
つ
の
条

項
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
〈
各
条
項
の
本
文
は
後
段
参
照
の
こ
と
よ

①

遜

wm
性

の

条

件

②

公

正

不

偏

の

態

度

③

正

当

な

る

注

意

④

硲

密

の

保

持

⑤
監
査
証
明
の
意
義
⑥
責
任
の
限
界

⑦
監
査
証
明
の
浪
界
⑥
任
務
の
限
界

以
上
の
条
項
名
を
、
佐
藤
博
士
は
用
い
ら
れ
て
い
る
。
(
佐
藤
孝
一
「
現

代
監
査
論
」
一
一
一
一
二
プ
I
l
-
-
二
四
六
頁
U

ま
た
岩
田
教
授
は
、
「
監
査
一
般
基
準
は
八
つ
の
条
市
明
か
ら
な
る
が
、

こ
れ
は
前
半
の
四
条
項
と
後
半
の
四
条
項
と
に
区
分
す
る
と
と
が
で
き
る

4

前
半
は
、
監
査
人
の
資
絡
・
条
件
お
よ
び
職
業
的
倫
理
を
規
定
し
た
も
の

で
あ
り
w
後
半
は
監
査
の
一
般
的
意
義
を
開
聞
か
は
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
纏
ま
っ
た
グ
ル
ー
プ
を
な
す
か
ら
で
ゐ
る
J
と
述
べ
ら

れ
て
お
ら
れ
る
。
ハ
岩
田
昌
殿
「
監
査
基
準
」
セ
!
入
頁
〉

(
参
考
〉
④
岩
田
教
授
は
、
し
か
し
て
、
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
、
次
の

如
〈
見
出
を
付
け
て
お
ら
れ
る
。
前
者
を
①
監
査
人
の
発
絡
と
条
件

②
公
正
不
偏
の
原
則
、
⑨
専
門
家
と
し
て
当
然
の
注
意
、
川
町
泌
省
の

保
持
、
叉
後
者
を
①
監
査
証
明
の
意
義
、
③
二
重
責
任
の
制
度
、
③

監
変
の
効
果
、
③
監
査
人
の
任
務
わ
限
界
、
円
山
右
前
巌
「
前
掲
警
」

八
l
一
一
一
一
支
)

品
暗
黒
浮
博
士
は
、
本
基
準
ー
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
原
則
名
を
与
え

ノ、

四

ら
れ
℃
い
る

Q
m専
門
的
能
力
及
び
独
立
性
の
原
則
月
②
会
疋
の
原

則
(
独
立
制
の
原
則
)
③
正
当
の
注
宏
の
原
則
、
④
秘
密
保
持
の
原

則
ハ
一
般
的
な
〉
、
③
秘
密
保
持
の
原
則
(
政
査
調
書
に
関
ナ
る
)
、

mw監
査
証
明
。
木
質
に
関
ナ
る
原
則
、
⑦
責
任
の
限
界
に
関
ナ
ち
原

則
、
⑨
監
査
の
性
格
に
関
ナ
る
原
則
(
泉
淳
清
門
監
査
基
準
の
生
成

と
発
展
」
産
業
経
理
第
十
各
停
九
号
〉

⑥
野
本
教
授
は
、
岩
田
敬
授
同
様
二
区
分
訟
を
と
ち
れ
、
前
牟
の

四
条
項
を
片
監
査
人
の
一
政
府
再
則
、
後
卒
の
四
条
現
を
料
品
民
益
の
一

般
原
則
三
い
は
れ
て
あ
る
Q

I

(

野
本
悌
之
助
「
監
蜜
語
論
」
一
一

0

1

一
↓
一
一
頁
)

し
か
し
て
、
ど
の
「
臨
査
一
般
基
準
」
は
、
公
認
会
計
士
法
と
後
述
す

る
「
監
査
証
明
規
則
」
円
昭
和
二
十
六
年
三
月
、
設
券
取
引
委
員
会
規
則
州

第
四
号
)
に
、
重
要
な
部
分
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

ヨ
な
お
、
我
が
国
の
木
基
準
は
、
米
国
の
「
監
査
基
準
」
に
お
け
る
「
人

的
基
準
叉
は
一
般
基
準
」
ハ
司
角
田

S
払

R
0
3
2弘
浮
由
民
同
E
E
)
、
す

な
わ
ち
、
「
監
査
人
の
資
抑
け
さ
セ
の
事
務
の
性
質
公

E
吉田

-sn由
民

8

0

内
容
品
目
昆
一
一
席
。
吋
円
弘
仲
町
四

S
E回

目

q
o崎
医
師
当
。
持
〉
を
規
制
す
る
基

準
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

削
監
査
実
路
基
準

「
監
査
実
施
基
準
」
と
は
、
い
か
な
る
基
準
で
あ
る
か
は
、
こ
れ
ま
た

す
で
に
述
ベ
た
と
ご
ろ
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
実
施
基
準
設
定
の
必
要
性
犯

口
い
て
は
、
後
段
の
一
安
本
中
間
報
告
に
あ
る
「
監
査
基
準
の
設
定
に
つ
い

て
」
の
、

ωげ
い
詳
制
且
つ
明
快
K
述
べ
ら
れ
て
い
る

Q



し
か
し
て
、
こ
の
「
監
査
実
施
基
準
」
は
、
ぢ
り
の
条
項
か
ら
構
成
さ

れ
て
い
る
。
(
各
条
項
の
本
文
は
後
段
参
照
の
と
と
。
〉

①

時
Em
盗
事
務
の
計
画
性
と
監
督
性

②
証
拠
力
の
合
理
性

@
章
一
要
性
と
相
対
的
危
険
性

⑨
内
部
統
制
の
信
頼
性

@
監
査
事
務
の
経
済
性

⑥
「
企
業
会
計
原
則
」
の
遵
守
と
継
続
性

⑦
「
財
務
諸
表
準
則
L

の
準
拠
性

以
上
の
条
項
名
を
、
佐
藤
博
上
は
用
い
ら
れ
て
い
る
。
(
佐
藤
孝
一
「
現

代
監
査
論
」
二
主

O
i
三
六
五
頁
)

な
お
、
と
の
笑
施
廿
相
準
に
つ
合
、
岩
田
教
授
は
、
「
監
査
実
施
に
関
し

て
、
基
準
を
設
け
、
監
査
人
守
制
約
す
る
理
由
は
、
い
た
ず
ら
に
こ
れ
を

束
縛
す
る
た
め
で
は
な
く
、
む
し
ろ
監
査
制
度
の
円
滑
な
る
発
展
を
は
か

る
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
:
:
艶
査
実
施
基
準
ば
正
当
だ
注
意
の
下
に

行
わ
れ
る
聴
率
手
続
の
選
択
適
用
の
根
本
原
則
合
}
規
定
せ
ん
と
ず
る

i

も
の

で
あ
る
。
こ
の
基
準
は
監
査
事
務
の
長
い
経
験
の
な
か
か
ら
抽
出
さ
れ
た

公
正
妥
当
な
慣
習
の
給
品
で
あ
っ
て
、
監
査
人
が
財
務
諸
表
の
監
査
に
お

け
て
常
に
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
最
少
限
度
の
基
準
で
あ
る
o
」
と
述

べ
ら
れ
て
お
ら
れ
る
o

ハ
岩
田
割
以
「
前
掲
書
」
一
四
↓
五
支
ソ

ハ
参
考
)
⑨
山
万
回
数
授
は
、
本
基
準
の
七
条
項
を
、
①
政
査
の
計
画
性

②
証
拠
。
合
理
性
、
@
監
査
手
続
の
選
択
要
件
.
白
内
部
統
制
の
信

頼
性
、

m監
査
の
経
済
性
、
@
会
計
処
還
の
妥
当
性
と
縦
続
性
、
⑦

戦
後
の
我
が
闘
に
お
け
る
会
計
監
査
制
変

表
示
形
式
の
合
法
性
な
る
表
時
閣
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
(
山
石

田
巌
「
前
掲
書
」
一
一
千
i

二
五
一
良
)

⑨
黒
津
博
士
は
、
木
基
準
を
、
@
監
査
の
計
画
性
の
原
則
(
監
査

の
適
時
性
お
工
び
秘
密
性
の
原
則
〉
、
②
監
査
手
続
の
選
標
適
用
に

関
ず
芯
一
般
原
則
(
又
は
証
拠
カ

ο
原
則
〉
、
@
重
要
性
の
原
則
又

は
相
対
的
危
険
の
原
則
、
④
〈
内
部
統
制
の
列
定
に
も
と
ず

t
)
庭

査
手
続
の
適
用
範
囲
の
決
定
に
関
ナ
る
原
則
、
⑥
経
済
性
の
原
山
川
、

⑥
会
計
原
則
選
守
の
原
刻
、
⑦
財
務
諸
表
情
中
別
遵
守
の
原
刻
、
な
る

名
穏
を
つ
け
て
お
ら
れ
る
。
(
泉
淳
清
「
監
査
基
準
の
生
成
と
発
展
」

産
業
経
理
、
第
十
巻
第
九
号
〉

⑥
野
木
殺
授
は
、
本
基
準
を
付
計
画
性
に
関
ナ
る
際
則
、
帥
内
部

統
制
。
信
頼
性
に
関
す
む
原
則
、
同
日
合
理
的
託
拠
に
関
ナ
る
際
則
、

同
門
捻
拠
性
、
総
統
性
の
吟
味
に
関
ナ
る
際
川
等
に
大
別
し
て
四
区
分

さ
れ

τ
お
ら
れ
る
。
(
野
本
悌
之
助
「
捻
査
議
論
」
一
一
一
一

l
一一

六
支
)

な
お
、
戎
が
国
の
木
基
準
は
、
米
国
の
「
監
査
基
準
」
に
お
け
る
「
手

続
基
準
」
ハ

F
・2
&母国
]
ω
g
E
m
a
m
)
の
う
ち
の
「
実
施
基
準
叉
は
現
場

事
務
の
禁
準
」

(
9
8品
目
邑
田
え
虫
色
仏
語
。
円
尽
に
該
当
す
る
も
の
で
あ

る。

間
監
査
報
告
基
準

「
監
査
報
告
基
準
」
と
は
、
い
が
な
る
基
準
で
去
る
か
は
、
こ
れ
ま
た

す
で
に
述
ぺ
た
と
こ
ろ
で
去
り
、
ま
た
、
と
の
被
告
基
準
設
定
の
必
要
牲

に
つ
い
て
は
、
後
段
に
あ
る
安
本
中
間
報
告
の
「
監
資
基
準
の
設
定
に
つ

六
五



戦
後
の
我
が
国
に
お
け
る
会
計
監
査
制
度

い
て
」
の
、
船
K
詳
細
に
、
し
か
も
明
快
な
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
た
、
原
案
作
成
者
た
る
岩
田
教
授
は
ミ
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

て
い
る

o
Q石
田
巌
「
前
掲
寄
」
一
一
六
頁
)

「
監
査
報
告
基
準
は
監
査
報
告
書
の
記
載
要
件
と
注
意
事
項
を
規
定
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
監
査
一
般
基
準
第
三
の
「
監
査
人
は
ミ
:
:
:
報

告
書
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
職
業
的
監
査
人
と
し
て
正
当
の
注
意
を
も
っ

て
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
規
定
を
う
け
て
、
そ
の
内

容
を
少
し
具
体
的
に
展
開
し
た
も
の
で
お
る
。
:
・
:
・
本
基
準
は
、
単
に
記

載
要
件
を
規
定
す
る
に
と
ど
ま
り
、
報
告
書
雛
形
の
作
成
は
、
職
業
的
監

査
-
人
の
団
体
に
委
せ
る
と
と
に
し
て
い
る
。
」

し
か
し
て
、
己
の
「
監
査
報
告
基
準
」
は
、
五
つ
の
条
項
か
ら
成
立
っ

て
い
る
。
(
各
条
項
の
本
文
は
後
段
参
照
の
ζ

と。
U

①
報
告
書
の
詔
載
内
容
②
報
告
書
の
範
囲
区
分

@
報
告
書
の
意
見
区
分
④
補
足
的
説
明
事
項

⑤
限
定
及
び
除
外
事
項

以
上
の
よ
う
に
、
佐
藤
博
士
は
表
題
を
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
(
佐
藤
孝

一
「
現
代
監
査
諭
」
三
七
一

i
二
九
一
頁
〉

(
参
考
〉
勾
岩
田
教
授
は
、
本
基
準
在
①
、
③
、
③
、
監
査
報
告
書
の

内
容
、
④
補
助
的
説
明
、
⑤
免
責
条
件
な
る
表
題
訟
つ
け
ら
れ
て
説

明
さ
れ
て
お
る
。
(
岩
田
巌
「
前
掲
見
H
T
一
二
六
l
一
一
二
頁
)

⑮
黒
浮
博
士
は
、
木
基
準
左
∞
報
告
害
基
準
(
範
囲
の
区
分
と
芯

H
A

の
区
分
に
関
ナ
る
記
載
の
原
則
〉
②
範
囲
の
区
分
に
お
け
る
報
告

の
原
則
、
③
意
見
の
区
分
に
h

引
け
る
報
告
の
原
則
、
伸
縮
足
的
記
載

-
¥
4
¥
 

」
ノ
」
ノ

に
関
ナ
る
報
告
の
原
則
、
⑥
責
任
限
定
に
関
ナ
む
原
則
な
る
名
拒
冊
子

つ
け
て
お
ら
れ
る
。
(
黒
浮
清
「
監
査
基
準
の
生
成
己
発
展
一
産
業
絞

理
策
十
巻
第
九
号
〉
。

例
制
野
木
欽
授
は
、
本
基
準
を
、
付
段
盗
報
骨
堂
日
の
内
容
区
分
に
関

ナ
る
原
則
、
同
補
助
的
説
明
及
び
兎
責
条
件
に
関
ナ
三
原
則
4

に
区

分
さ
れ
て
説
明
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。
(
野
本
悌
之
助
「
監
査
通
論
」

一
一
六

l
一
一
八
頁
)

ョ⑬
A
I
A
「
C
P
A
に
よ
る
監
査
」
は
、
「
報
告
基
準
」
と
周
期
し

次
の
よ
う
に
核
拡
似
て
簡
単
に
漣
べ
て
い
る
。

「
C
P
A
は
、
そ
の
報
告
書
に
お
い
て
、
営
該
財
務
諸
表
が
一
般
に

認
b
ら
れ
た
会
計
原
則
刊
に
準
拠
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、

及
び
そ
の
会
計
原
則
が
前
年
度
と
の
関
連
に
お
い
て
、
骨
同
年
皮
も
総

続
し
セ
遵
守
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
恥
仰
を
認
識
ナ
る
。

C
P
A
の
責
任

除
、
提
山
山
さ
れ
る
財
務
諸
表
の
姿
営
住
に
関
係
が
る
る
ば
か
り
で
は

な
〈
、
又
そ
の
財
務
諸
表
左
誤
解
吉
せ
な
い
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る

補
足
的
な
資
料
の
一
利
付
に
も
関
係
が
る
る
。
税
同
ω
て
4

剛
一
一
要
な
誇
項
目

に
関
ナ
る
財
務
諸
表
上
の
間
開
示
が
合
理
的
に
十
分
で
な
い
と
き
は
、

C
P
A
は
そ
の
よ
う
な
事
項
訟
監
査
報
告
書
に
明
示
し
て
お
く
も
の

で
る
る
。
」

民
〉
-

K

戸口門戸山

g
S
の
市
立
山
虫
色
句
ロ
芝
山
口

krnnogg王国
-Lug-

H
)
-
H
}

・
N
a
1
4
N
u
w
.

し
か
し
て
、
ご
の
「
監
査
報
告
基
準
」
は
、
後
述
す
る
「
監
査
証
明
規

則
」
花
、
重
要
な
部
分
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。



な
お
、
我
が
国
の
本
基
準
は
、
米
国
の
「
監
査
基
準
」
に
お
け
る
「
手

続
基
準
」

(MM82山口
g
-
g
g含
昆
巴
の
う
ち
の
「
報
告
基
準
」

q
g骨
与
え
何
回
百
苦
闘
〉
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
で
、
・
一
「
監
査
基
準
」
に
つ
い
て
の
説
明
を
終
へ
る
と
と
に
す
る
。

(
註
〉
「
監
査
基
準
」
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
左
記
著
善
宏
参
照
さ
れ
た

い。佐
藤
孝
一
「
現
代
監
査
論
」
税
務
経
理
協
会

岩
田
巌
「
会
計
監
査
」
(
現
代
会
計
実
務
講
座
第
十
倉
〉
「
監
査

基
準
L

4
本
秋
社

野
本
悌
之
助
「
監
査
語
論
」
中
央
経
済
一
位

(
誌
記
)
「
監
査
基
準
」
の
解
説
に
営
つ
て
は
、
岩
回
数
授
の
前
掲
著

書
及
び
そ
の
他
悶
歎
授
の
詩
論
文
に
負
う
正
ζ

ろ
甚
だ
多
い
。

経

済

安

定

本

部

企
業
会
計
基
準
審
議
会

報，

告

中

間

財
務
諸
表
勺
監
釜
に
つ
い
て

監
査
基
準
及
び
監
査
実
施
基
準
な
設
定
し
て
監
査
制
度
の
基
礎
を
確
立

す
る
に
当
り
、
あ
ら
か
じ
め
こ
こ
に
取
扱
う
監
査
の
意
義
、
そ
の
必
要
性

及
が
こ
れ
が
実
施
の
基
礎
条
件
を
明
か
に
す
る
乙
と
は
、
監
査
に
対
す
る

社
会
一
般
の
認
識
を
向
上
せ
し
め
、
監
査
制
度
の
円
滑
な
る
運
営
止
を
図
る

た
め
に
、
必
要
欠
ぐ
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
。

-

監

査

の

意

義

こ
と
に
監
査
E
は
、
企
業
か
外
部
に
発
表
す
る
財
務
誇
表
に
つ
い
て
、

戦
後
の
我
が
国
に
お
け
る
会
計
監
査
制
度

職
業
的
監
査
人
が
こ
れ
を
行
う
場
合
に
限
る
も
の
と
す
る
。

と
の
種
の
監
査
の
目
的
は
、
財
務
諸
表
が
、
「
企
業
会
計
原
則
」
に
準

拠
し
て
作
成
さ
れ
、
企
業
の
財
政
状
態
及
び
経
営
成
績
を
適
正
に
表
示
す

る
か
否
か
に
つ
き
、
監
査
人
が
、
職
業
的
専
門
家
と
し
て
の
意
見
を
表
明

し
て
財
務
諸
表
に
対
す
る
社
会
一
般
の
信
頼
性
な
高
め
る
と
と
で
ゑ
る

G

従
っ
て
監
査
人
は
、
財
務
諸
表
に
対
す
る
自
己
の
意
見
に
つ
ぎ
妥
当
な
根

拠
を
与
え
る
た
め
、
職
業
的
専
門
家
と
し
て
当
然
払
う
べ
き
注
怠
を
も
ワ

て
監
査
手
続
を
選
沢
適
用
し
、
合
理
的
な
証
拠
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
監
査
人
は
、
財
務
諸
表
に
対
ず
る
自
己
の
意
見
に
つ
雪
責
任
を
負

う
の
み
で
為
っ
て
、
財
務
諸
表
の
作
成
に
関
ず
る
責
任
は
、
企
業
の
経
営

者
が
こ
れ
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
監
査
人
が
財
務
諸
表

に
対
し
て
助
言
勧
告
を
与
え
、
又
は
自
ら
そ
の
作
成
に
当
る
と
と
が
あ
る

に
し
て
も
、
そ
の
お
否
は
企
業
の
経
営
者
が
決
定
す
る
の
で
み
り
、
監
査

人
は
と
れ
を
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
仕
い
。

エ

監

査

の

必

要

性

監
査
は
、
過
去
に
お
い
て
は
、
不
疋
事
実
の
有
無
を
確
か
め
、
帳
簿
記

録
の
正
否
を
検
査
す
る
こ
と
を
も
っ
て
主
た
る
円
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ

た
が
、
企
業
の
内
部
統
制
組
織
即
ち
内
部
一
法
制
組
織
及
び
内
部
幣
査
組
織

が
整
術
改
善
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
と
の
種
の
目
的
は
次
第
に
霊
要
性
を
失

い
つ
つ
あ
る
。
企
業
は
、
あ
え
て
外
部
の
監
査
人
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、

白
.
ら
と
れ
を
発
見
す
る
と
と
も

κ、
未
然
に
そ
の
発
生
を
防
止
し
う
る
よ

う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
外
部
の
第

三
者
に
よ
る
監
賓
は
、
ム
仔
在
の
理
由
を
失
う
も
の
で
は
な
〆
、
、
企
業
の
大

六
七



戦
後
の
我
が
固
に
お
け
る
会
計
監
査
制
反

規
模
化
に
伴
い
、
却
っ
て
そ
の
必
要
性
が
益
々
増
大
し
た
こ
と
を
認
め
な

い
れ
ば
な
ら
な
い
。

抑
々
財
務
諸
表
は
、
外
部
の
利
害
関
係
人
に
対
し
て
、
企
業
の
財
政
状

態
及
び
経
営
成
績
に
関
す
る
報
告
を
提
供
す
る
た
め
の
重
要
な
手
段
で
あ

る
。
従
っ
て
企
業
は
、
信
頼
し
う
る
会
計
記
録
を
基
礎
と
し
、
利
害
関
係
ー

人
に
必
要
な
会
計
事
実
を
明
僚
に
表
示
し
て
、
企
業
の
状
況
に
嗣
ず
る
判

断
を
誤
ら
せ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
し
な
が
ら
今
日
の

企
業
の
財
務
諸
表
は
、
単
に
取
引
の
帳
簿
記
録
を
基
礎
と
す
る
ば
か
り
で

な
く
、
実
務
上
慣
習
と
し
て
発
達
し
た
会
計
手
続
を
選
択
適
用
し
、
経
営

者
の
個
人
的
判
断
に
基
い
て
こ
れ
を
作
成
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば

記
録
と
慣
習
と
判
断
の
綜
合
的
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
財
務
諸
表
が
単

な
る
事
実
の
客
観
的
表
示
で
は
な
く
、
む
し
ろ
多
分
に
主
観
的
判
断
と
償

習
的
方
法
の
所
産
で
φ

め
る
こ
と
は
、
近
代
的
企
業
会
計
の
著
し
い
特
徴
で

あ
る
。従

っ
て
財
務
諸
表
は
、
や
や
も
す
れ
ば
公
正
妥
当
を
欠
き
、
誤
謬
叉
は

不
確
実
な
要
素
の
介
入
す
る
余
地
が
多
く
、
財
政
状
態
及
び
経
蛍
成
績
の

適
正
な
表
現
が
歪
め
ら
れ
、
政
一
策
的
考
慮
に
よ
っ
て
ほ
飾
さ
れ
る
農
が
少

〈
な
い
。
そ
れ
故
外
部
関
係
人
の
副
利
益
を
擁
護
す
る
た
め
に
は
、
判
断
の

妥
当
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
職
業
的
専
門
家
に

よ
る
監
督
の
要
請
さ
れ
る
理
由
が
み
め
る
。

か
く
て
企
業
の
内
部
統
制
組
織
が
、
如
何
に
周
到
に
整
備
さ
れ
、
有
効

に
運
用
さ
れ
よ
う
と
も
、
と
れ
を
も
っ
て
監
査
に
置
き
替
え
る
乙
と
は
で

き
な
い
。
内
部
統
制
は
不
正
過
失
を
発
見
防
止
す
る
主
〉
一
も
に
、
企
業
の

ノ¥

1¥ 

定
め
る
会
計
手
続
が
守
ら
れ
て
い
る
か
否
か
を
検
査
ず
る
に
と
ど
ま
る
に

反
し
、
緊
査
は
会
計
記
録
の
正
否
を
確
か
め
る
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に

「
企
業
会
計
原
則
」
に
照
し
、
.
公
正
不
偏
の
立
場
か
ら
経
営
者
の
判
断
の

当
否
な
拡
判
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
両
者
は
そ
の
本
来
の
任
務
を
異
に
す

る
か
ら
で
あ
る
。

一
一
一
監
査
実
掘
の
基
礎
条
件

監
査
制
度
を
確
立
し
、
と
れ
を
有
効
に
運
営
す
る
た
め
に
は
、
左
の
諸

条
件
が
前
提
と
し
て
必
要
で
あ
る
。

ω
監
盗
の
実
施
に
は
、
高
度
の
人
杭
及
び
専
門
的
能
力
並
び
に
実
務

経
験
を
備
え
た
職
業
的
監
査
人
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い

と
の
要
望
に
応
え
る
た
め
一
に
、
公
認
会
計
士
制
度
が
誕
生
し
た
こ
と
は
周

知
の
湿
り
で
あ
る
。
監
査
制
度
運
営
の
成
否
ぼ
、
職
業
的
監
査
人
の
向
上

発
震
の
如
何
に
係
る
と
い
う
も
あ
え
て
過
言
で
は
な
い
。
今
後
益
き
で
の

育
成
発
達
に
万
全
の
措
震
を
講
じ
、
遺
漏
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

同
監
査
を
実
施
す
る
に
は
、
監
去
を
依
頼
す
る
企
業
の
側
に
お
い
て

あ
ら
か
じ
め
そ
の
受
入
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即

ち
整
然
た
る
会
計
組
織
守
備
え
て
正
確
な
会
計
記
録
を
作
成
す
る
と
と
も

に
、
阿
部
牽
制
組
織
を
設
け
て
不
正
過
失
の
発
見
防
止
に
つ
と
め
、
叉
規

模
の
大
き
な
企
業
に
お
い
て
は
、
内
部
監
査
組
織
に
よ
り
自
ら
経
常
的
に

監
査
を
行
っ
て
会
計
記
録
の
信
頼
性
を
確
保
す
る
こ
と
等
が
こ
れ
で
あ
る

企
業
に
内
部
統
制
組
織
の
用
意
が
な
く
、
た
と
え
ゐ
つ
で
も
不
完
全
な
場

合
に
は
、
勢
い
監
査
人
は
個
々
の
取
引
記
録
げ
い
つ
い
て
精
査
を
行
わ
ざ
る

を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
監
査
の
実
施
に
多
大
の
時
日
と
多
額



の
費
用
と
か
}
要
し
、
企
業
は
到
底
そ
の
負
担
に
堪
え
ら
れ
な
い
こ
と
と
な

ろ
ラ
。
そ
れ
故
適
当
な
内
部
統
制
組
織
が
、
監
査
の
前
提
と
じ
て
必
要
で

あ
っ
て
、
監
査
人
は
こ
れ
を
信
頼
し
て
、
試
査
を
な
す
に
と
ど
め
、
精
査

を
行
わ
な
い
の
が
通
例
で
あ
る
。
本
来
監
査
が
強
制
さ
れ
る
と
否
と
に
拘

ら
ず
、
適
切
に
し
て
有
効
な
内
部
統
制
組
織
を
整
備
運
営
し
て
、
取
引
を

正
確
に
記
録
す
る
と
と
も
に
出
，
法
の
保
全
を
図
る
こ
と
は
、
外
部
の
利
害

関
係
人
化
対
す
る
経
営
者
の
義
務
で
あ
る
υ

我
が
国
の
現
状
は
、
こ
の
点

に
関
し
て
必
ず
し
も
満
足
す
べ
き
状
態
に
ふ
る
と
は
い
い
難
い
の
で
為
っ

て
、
及
ぶ
か
ぎ
り
速
か
に
改
葬
す
べ
き
で
あ
る
。

同
監
査
の
尖
施
に
当
日
勺
て
は
、
外
部
の
取
引
関
係
人
に
協
力
を
仰
ぐ

必
要
が
あ
る
。
監
査
人
は
、
帳
簿
記
録
を
立
証
す
る
た
め
、
証
遺
書
類
を

検
査
照
合
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
銀
行
、
得
意
先
そ
の
他
の
取
引
先
に
照

会
し
て
、
確
認
を
求
め
る
場
合
が
少
く
な
い
。
も
と
よ
り
、
こ
れ
が
取
引

先
の
手
数
を
煩
わ
し
、
そ
の
負
担
と
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

他
の
方
法
に
よ
っ
て
は
確
実
な
証
拠
を
求
め
え
な
い
場
合
が
あ
る
。
従
っ

て
重
要
な
債
権
債
務
花
関
し
て
は
、
確
認
を
求
め
る
と
と
が
一
般
に
認
め

ら
れ
た
監
査
手
続
と
し
て
、
通
話
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
ふ
る
Q

我
が
国

に
お
い
て
は
、
こ
の
種
の
慣
行
は
あ
ま
り
発
達
せ
ず
、
一
般
に
よ
く
理
解

さ
れ
て
い
な
い
が
、
軟
査
制
度
の
発
達
の
た
め
に
、
そ
の
必
要
な
所
以
を

よ
く
認
識
し
て
、
協
力
す
る
こ
と
が
婆
望
せ
ら
れ
る
。

監

査

基

準

監
蓋
基
準
の
坦
認
定
に
つ
い
て

慌
五
基
準
は
、
監
査
実
務
の
中
に
慣
習
と
し
て
発
達
し
た
も
の
の
な
か

戦
後
の
我
が
国
ほ
お
け
る
会
計
監
査
制
度

か
ら
、
一
般
に
公
正
妥
当
乏
認
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
を
帰
納
要
約
し
た
原
別

で
あ
っ
て
、
職
業
的
監
査
人
は
、
財
務
諸
表
の
監
査
を
行
う
に
当
り
、
法

令
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
な
く
と
も
、
常
に
こ
れ
た
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。監

査
基
準
は
、
監
査
一
般
基
準
、
監
査
実
施
基
準
及
び
監
主
報
告
基
準

の
三
種
に
区
分
す
る
。
監
盃
一
般
基
準
は
監
査
人
の
適
格
性
の
条
件
、
監

査
人
が
業
務
上
守
る
べ
き
規
範
及
び
監
査
人
の
任
務
の
限
界
を
明
か
に
す

る
原
別
で
あ
り
、
監
査
実
施
基
準
は
監
査
手
続
の
選
択
適
用
を
規
制
す
る

原
別
で
あ
り
、
監
十
公
報
告
基
準
は
整
査
報
告
書
の
記
載
要
件
を
規
律
ず
る

原
別
で
あ
る
。

監
査
に
関
し
て
か
か
る
基
準
を
設
定
す
る
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る

仙
臆
査
け
、
何
人
に
も
容
易
に
行
い
う
る
簡
単
な
屯
の
で
は
な
く
、

相
当
の
専
門
的
能
力
と
実
務
上
の
経
験
と
を
備
え
た
監
査
人
に
し
て
は
じ

め
て
、
有
効
適
切
に
こ
れ
を
行
う
と
と
が
可
詣
で
あ
る
。
叉
監
査
は
何
人

に
も
安
ん
じ
て
こ
れ
を
委
せ
う
る
も
の
で
は
な
く
、
高
度
の
人
格
を
有
し

公
正
な
る
判
断
を
下
し
得
る
立
場
K
為
る
監
査
人
に
し
て
は
じ
め
て
、
依

頼
人
は
信
頼
し
て
い
」
れ
を
妥
任
ず
る
こ
と
が
で
さ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て

監
査
人
の
資
格
及
び
条
件
に
つ
い
て
基
準
を
設
け
る
こ
と
は
、
監
査
制
度

の
確
立
及
び
維
持
の
た
め
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要
件
で
あ
る
。

ω
我
が
国
に
お
い
て
は
、
未
だ
監
査
の
経
験
に
乏
し
く
、
そ
の
意
味

効
果
叉
は
限
界
に
闘
す
る
社
会
一
紋
の
認
識
の
程
度
は
甚
だ
缶
い
の
が
実

情
で
為
る
o

そ
れ
故
、
監
査
は
、
一
般
か
ら
不
当
な
信
頼
叉
は
誤
解
な
う

け
る
危
険
が
ふ
め
る
ば
か
り
で
な
く
、
企
業
に
対
し
て
は
無
用
な
危
虞
の
念

.. 

ノ、

九

唾



戦
後
の
我
が
国
に
お
け
る
会
計
監
査
制
度

を
与
え
る
虞
が
少
く
な
い
。
さ
ら
に
、
企
業
を
し
て
適
当
に
受
入
体
制
を

整
備
せ
し
め
、
外
部
の
取
引
関
係
人
よ
り
必
要
な
協
力
を
仰
ぐ
こ
と
も
ま

た
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
従
っ
て
監
査
の
意
義
及
び
範
囲
を
規
定
し

て
こ
れ
を
一
般
に
公
表
し
、
監
査
に
関
す
る
社
会
の
認
識
を
深
め
る
こ
と

は
必
要
欠
く
べ
か
ら
、
さ
る
こ
と
で
あ
る
。

ゆ
監
査
を
実
施
す
る
に
当
り
選
択
適
用
さ
れ
る
監
査
手
続
は
、
企
業

の
事
情
に
よ
り
異
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
律
に
と
れ
を
規
定
す
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
り
、
監
査
人
の
判
断
に
ま
つ
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
。
然
し

な
が
ら
監
査
の
能
力
と
経
験
は
個
々
の
践
査
人
に
よ
っ
て
差
異
が
あ
る
か

ら
、
一
切
を
あ
げ
て
監
査
人
の
自
由
に
委
ね
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
社
会

、
的
信
用
を
か
ち
ラ
る
所
以
で
は
な
い
。
そ
れ
、
と
同
時
に
叉
監
査
の
実
施
に

関
し
て
公
正
妥
当
な
任
務
の
限
界
を
明
か
に
し
な
け
れ
ば
、
位
性
ら
に
監
査

人
の
責
任
を
過
重
な
ら
し
め
る
結
果
と
も
な
る
。
従
っ
て
監
査
に
対
す
る

信
頼
性
を
高
め
る
と
と
も
に
、
寸
任
務
の
範
闘
を
限
定
す
る
た
め
に
、
監
査

人
の
判
断
を
規
制
す
べ
き
一
定
の
基
準
を
設
け
て
一
、
こ
れ
を
遵
守
せ
し
め

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

削
監
査
報
告
書
は
、
監
査
の
結
果
と
し
て
、
財
務
諸
表
に
対
す
る
監

査
人
の
意
見
を
表
明
す
る
手
段
で
あ
る
と
と
も
に
、
監
査
人
が
自
己
の
意

見
に
関
す
る
責
任
を
正
式
に
認
め
る
手
段
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
内
容
を

簡
潔
明
瞭
に
記
載
し
て
報
告
す
る
と
と
も
に
責
任
の
範
囲
を
明
確
に
限
定

す
る
こ
と
は
、
利
害
関
係
人
ば
か
り
で
な
く
、
監
査
人
自
身
の
利
益
を
擁

護
す
る
た
め
に
も
重
要
で
あ
る
。
過
去
の
経
験
に
徴
す
る
に
、
監
査
人
は

不
当
に
責
任
を
限
定
乃
至
回
避
す
る
た
め
、
或
い
は
徒
ら
に
晦
渋
な
字
句

二
七

O

を
用
い
て
関
係
者
を
迷
わ
せ
、
或
い
は
補
助
的
説
明
事
項
と
責
任
限
定
事

項
を
混
精
し
、
或
い
は
必
要
な
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
稀
で
は
な
い
。

か
く
て
は
監
査
本
来
の
目
的
を
没
却
じ
、
監
査
制
度
の
健
全
な
発
展
を
阻

害
す
る
と
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
故
、
監
査
報
告
書
の
記
載
要
件
に
つ
き
一

定
の
基
準
を
設
け
、
監
査
人
を
し
て
こ
れ
を
厳
重
に
守
ら
し
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
監
査
基
準
の
設
定
は
、
徒
ら
に
監
査
人
を
制
約
す

る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
監
査
人
、
依
頼
人
(
即
ち
被
監
査
人
)

及
び
一
般
関
係
人
の
利
害
を
合
理
的
に
調
整
し
て
ν

監
査
制
度
に
確
固
た

る
基
準
を
与
え
、
そ
の
円
滑
な
る
運
営
を
図
ら
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
監
査
一
般
基
準

一
企
業
が
発
表
す
る
財
務
諸
表
の
監
査
は
、
監
査
人
と
し
て
適
当
な
一

専
門
的
能
力
と
実
務
経
験
を
有
し
、
且
つ
、
当
該
企
業
に
対
し
て
特

別
の
利
害
関
係
の
な
い
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
監
査
人
は
、
事
実
の
認
定
、
処
理
の
判
断
及
び
意
見
の
表
明
を
行
一

う
に
当
っ
て
、
常
に
公
正
不
偏
の
態
度
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

'
u
'
 

三
監
査
人
は
、
監
査
の
実
施
及
び
報
告
書
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
職

業
的
専
門
家
と
し
て
の
正
当
の
注
意
を
も
っ
て
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

四
監
査
人
は
、
業
務
上
知
り
得
た
事
項
を
正
当
な
理
由
な
く
他
に
漏

洩
し
叉
は
自
ら
窃
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

監
査
調
書
は
、
慎
重
な
注
意
を
も
っ
て
整
理
し
、
相
当
の
期
間
こ



れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
書
類
は
、
依
頼
人
の
許
可
な
く
し
て
、
そ
の
全
部
叉
は
一

都
合
〕
他
人
げ
一
示
し
て
は
な
ら
な
い
。

五

監

査

人

ω行
う
監
査
証
明
は
、
客
観
的
事
実
の
証
明
で
は
な
く
し

て
、
財
務
諸
表
の
適
否
に
関
ず
る
意
見
の
表
明
で
ゐ
る
。

六
監
否
人
は
、
財
務
諸
表
に
対
す
る
意
見
に
関
し
て
責
任
を
負
う
の

で
あ
っ
て
、
財
務
諸
表
の
作
成
に
関
し
て
責
任
を
負
う
も
の
で
は
な

、v
七
散
室
人
は
、
監
杢
の
実
施
に
当
っ
て
、
会
計
上
の
不
正
過
失
の
発

見
に
努
め
、
重
大
な
点
偽
、
錯
誤
叉
は
脱
漏
を
看
過
し
て
は
な
ら
な

い
が
、
そ
の
時
照
査
証
明
は
、
不
正
過
化
人
の
事
実
が
皆
無
で
あ
る
こ
と

を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。

八
監
査
人
は
、
財
産
の
品
質
及
び
性
能
の
鑑
定
叉
は
財
産
の
価
値
の

評
価
若
し
く
は
法
律
事
項
の
鑑
定
を
な
す
も
の
で
は
な
い
。

第
二
監
査
実
施
基
準

一
監
査
人
ば
、
あ
ら
か
じ
め
、
監
査
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
い

て
、
時
期
を
失
す
る
こ
と
ι

尽
く
、
秩
序
整
然
と
監
査
を
実
施
し
な
品
川

れ
ば
な
ら
な
い
。

監
査
人
は
、
補
助
者
止
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
指
導
監
督

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
一
幣
斉
一
人
は
、
財
務
諸
表
に
闘
す
る
意
見
を
表
明
す
る
た
め
、
と
れ

に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
証
窓
山
山
大
合
、
帳
簿
突
合
、
計
算
突
合
、

実
容
一
、
立
会
、
確
認
、
叉
は
質
問
等
そ
の
時
の
事
情
に
応
じ
て
使
用

戦
後
の
我
が
国
に
お
け
る
会
計
監
査
制
度

し
う
る
照
査
手
続
を
選
拠
適
用
し
、
そ
の
意
見
守
一
保
証
す
る
に
足
る

合
理
的
な
証
拠
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
沿
い
。

三
監
査
手
続
の
選
れ
は
、
監
査
き
る
ベ
さ
項
目
の
重
要
性
叉
は
誤
謬

発
生
の
危
険

ω程
度
を
考
慮
し
て
、
こ
れ
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら

戸
ム
♂
、

A
V

。J
E
V
V

四
厳
査
人
は
、
監
査
手
続
の
適
用
範
凶
を
決
定
す
る
た
め
、
内
部
統

制
の
制
度
及
び
そ
の
運
営
状
態
を
調
査
し
、
そ
の
信
頼
性
の
程
度
を

判
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

笠
監
査
手
続
適
用
の
範
囲
、
方
法
及
び
日
数
は
、
監
査
の
効
果
と
犠

牲
と
を
比
較
評
量
し
て
、
合
理
的
に
こ
れ
か
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら

許

妻

、

。

。JE
、しV

六
時
監
査
人
は
、
企
業
が
採
用
す
る
会
計
処
理
の
尿
則
及
び
手
続
を
検

関
し
て
、
こ
れ
が
「
企
業
会
計
原
則
」
に
準
拠
し
て
い
る
か
否
か
及

び
当
年
度
も
継
続
し
て
適
用
さ
ね
て
い
る
か
否
か
を
確
か
め
泣
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

七
財
務
諸
表
の
記
載
様
式
及
び
記
載
事
演
に
関
し
て
、
特
に
準
則
が

設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
監
査
人
は
、
企
業
の
財
務
諸
表
、
が
、

と
れ
に
催
中
拠
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
確
か
め
な
け
れ
ぼ
な

ら
な
い
。

第
三
監
査
報
告
基
準

一
財
務
諸
表
に
添
付
し
て
外
部
に
発
表
す
る
殴
盃
報
告
書
に
は
、
監

査
人
が
実
施
し
た
監
査
の
概
要
及
び
企
業
の
会
計
処
理
並
ひ
に
財
務

諸
表
に
関
す
る
意
見
を
簡
潔
明
瞭
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

三
七
一



戦
後
の
我
が
国
に
お
け
る
会
計
監
査
制
度

二
監
査
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
左
の
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
は
ら

F
A
，‘
.

0

 

f
司、
hv

-
監
査
人
が
実
施
し
た
監
査
の
手
続
及
び
範
囲
の
紙
要

日
監
査
基
準
に
準
拠
し
て
監
査
が
行
わ
れ
た
か
否
か

3

正
規
の
監
査
手
続
及
び
そ
の
時
の
事
情
に
鍛
み
必
要
と
認
め
た

監
査
手
続
が
実
凪
さ
れ
た
か
否
か

財
務
諸
表
の
重
要
な
項
目
に
つ
い
て
、
正
規
の
監
査
手
続
が
、

実
施
可
能
に
し
て
合
理
的
で
あ
る

K
掬
ら
ず
、
省
略
さ
れ
た
場
合

に
は
、
そ
の
旨
及
び
理
由

竺
【
企
業
の
会
計
処
理
及
び
財
務
諸
表
花
関
す
る
意
見
に
つ
い
て
は
、

左
の
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

-
企
業
が
採
用
す
る
会
計
処
理
の
原
則
及
び
手
続
が
「
企
業
会
計

原
則
」
に
準
拠
し
て
い
る
か
否
か

財
務
諸
表
の
重
要
な
項
目
が
「
企
業
会
計
原
則
」
に
準
拠
せ
ず

し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
日
及
び
こ
れ
K
関
ず
る

意
見

2

企
業
が
採
用
す
る
会
計
処
理
の
原
則
及
び
手
続
が
当
年
度
も
継

続
し
て
適
用
さ
れ
て
い
る
か
否
か

前
項
の
原
則
及
び
手
続
K
つ
い
て
重
要
な
変
更
が
行
わ
れ
た
場

合
に
は
、
そ
の
回
日
及
び
こ
れ
に
関
す
る
意
見

3

企
業
の
財
政
状
態
及
び
経
営
成
績
に
開
閉
す
る
財
務
諸
表
の
表
示

に
つ
い
て
の
意
見

財
務
諸
表
に
記
載
さ
れ
な
い
重
要
な
事
項
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
省

四

三
七
二

略
ず
る
場
合
誤
解
を
招
〈
虞
れ
が
・
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は

監
空
報
告
書
に
こ
れ
を
補
足
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
監
売
の
実
施
叉
は
監
査
人
の
意
見
に
関
し
て
監
査
人
の
責
任
を
限

定
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
事
項
を
監
査
報
告
書
に
明
瞭
に

記
載
し
、
補
足
的
説
明
事
項
と
明
確
に
区
別
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い

監
査
報
告
書
に
監
査
人
の
責
任
を
限
定
寸
る
事
項
を
記
載
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
財
務
諸
表
に
関
す
る
監
査
人
の
意
見
が
無
意
義
と
な

る
場
合
に
は
、
監
査
の
概
要
を
記
載
す
る
に
と
f
め
、
意
見
の
表
明

を
煮
援
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

監
査
喫
施
準
則

明
吋
監
査
実
施
準
則
」
の
披
露
の
理
由

「
監
査
実
施
泊
中
別
」
も
、
前
述
せ
る
「
融
監
査
選
準
」
と
同
時
に
、
企
業

会
計
基
準
審
議
会
に
よ
っ
て
、
昭
和
二
十
五
年
九
月
公
表
さ
れ
た
の
で
あ

り
、
実
施
準
則
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
岩
田
教
授
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

お
ら
れ
る
。
「
こ
れ
は
円
設
監
一
公
実
施
地
中
則
》
監
査
実
施
基
準
を
受
け
つ

い
で
、
そ
の
内
容
を
さ
ら
に
具
体
的
に
規
定
す
る
-
も
の
で
為
る
。
重
査
実

施
基
準
は
、
監
査
手
続
の
選
択
適
用
に
つ
い
て
大
き
な
枠
を
規
定
す
る
。

と
の
枠
を
逸
脱
し
た
い
か
ぎ
り
、
手
続
の
選
択
適
用
は
監
査
人
の
自
由
で

あ
る
。
然
し
な
が
ら
基
準
の
枠
は
き
わ
め
て
幅
の
広
い
弾
力
性
の
応
る
も

の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
だ
け
で
は
監
査
の
社
会
的
信
用
を
確
保
す
る
こ
と
に

は
充
分
で
は
な
い
と
同
時
に
、
院
査
人
の
伝
務
の
公
正
な
る
限
界
を
明
か

に
す
る
ζ

と
に
も
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
監
査
基
準
の
大
き
な
枠
の
中
に
小

B 



さ
な
怜
今
設
ι
り
て
捜
査
人
を
規
制
せ
ん
と
す
る
の
が
こ
の
監
査
実
施
準
則

で
φ

め
る
o
」
〈
砦
両
国
間
寸
前
倒
加
害
」
一
一
一
一
頁
〉

ま
た
、
企
業
会
計
基
準
審
議
会
申
間
報
告
の
「
監
査
実
撮
準
則
の
設
定

に
つ
い
て
」
に
お
い
て
明
快
に
説
明
し
て
い
る
。

一
監
査
基
準
に
従
え
ば
、
監
査
計
一
商
の
設
定
に
蛍
り
て
、
如
何
な
る
監

査
手
続
を
選
捷
し
、
如
何
に
と
れ
子
適
用
ナ
る
か
は
、
基
準
の
枠
詮
議

院
し
な
い
か
ぎ
り
、
監
査
人
が
、
そ
の
時
の
事
情
に
謄
じ
て
適
賞
に
決

定
し
う
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
本
来
監
査
実
施
基
準
段
、
企
業
の

種
類
又
は
規
模
の
如
何
に
拘
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
妥
営
ナ
ペ
き
根

本
原
別
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
内
容
院
h

刊
の
ず
か
ら
一
般
的
な
制
約
に
と

vc
ま
色
ゼ
ザ
O
K
符
な
い
。
従
つ
ヤ
-
か
か
る
抽
象
的
な
基
竿
の
み
で
は
、

未
だ
必
ず
し
も
監
査
の
社
会
的
信
用
を
確
保
ナ
る
に
ほ
克
分
で
は
な
い

き
忘
に
具
体
的
に
監
査
実
施
の
要
件
b
t

定
品
て
、
監
査
人
の
任
務
の
範

閉
校
現
か
に
ナ
る
と
と
が
必
要
で
る
る
。

も
と
よ
り
監
査
計
画
は
、
企
業
の
事
情
の
呉
な
る
に
従
ぃ
、
そ
の
内

容
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
監
査
人
の
判
断
に
ま
っ
と
こ
ろ
が
多

〈
、
涯

D
に
そ
の
白
由
を
束
縛
し
て
は
な

L
な
い
。
然
し
な
が
ら
監
査

人
の
自
由
を
寧
室
ず
る
の
あ
玄

P
、
そ
の
列
臨
聞
に
委
ね
る
範
囲
を
徒
ら

に
拡
援
ナ
る
ζ

と
は
却
っ
て
責
任
を
過
重
な
ら
し
砂
る
給
呆
と
な
り
、

監
査
制
反
の
合
理
的
な
蓬
脇
田
を
図
る
所
以
で
は
な
い
。

hm
〈
℃
聡
査
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
袋
持
出
ナ
る
基
盤
「
の
み
な

ち
ず
、
さ
ら
に
繋
穣
別
に
準
山
叫
b
k

設
U
て
、
事
業
。
許
ナ
か
ぎ
り
具
体

的
に
公
豆
な
相
限
界
を
裁
定
し
、
安
常
な
条
件
。
下
に
段
査
人
を
規
制
ナ

戦
後
の
我
が
国
に
お
け
る
会
計
監
査
制
度

る
と
と
が
必
要
で
あ
る
。
」

我
が
国
の
「
監
査
基
準
」
中
、
時
混
在
実
婚
基
準

ω具
体
的
通
用
を
規
定

し
た
監
査
実
施
準
郎
ぷ
同
時
げ
件
発
表
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
恰
も

企
業
会
計
駅
前
に
対
し
て
財
務
諸
表
準
則
が
あ
る
が
如
き
も
の
で
あ
る
。

他
の
監
査
一
般
基
準
と
監
査
報
告
基
準
に
つ
い
て
は
、
前
述
ぜ
る
よ
う

に
監
査
準
則
は
未
だ
作
成
さ
れ
て
い
な
い
が
、
将
来
作
成
き
れ
る
こ
と
に

な
る
で
あ
る
う
し
ι
思
う
。

的
「
監
査
実
艦
準
則
」
の
内
容

と
の
監
査
実
施
準
則
の
細
部
に
つ
い
て
も
解
説
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
わ

け
で
あ
る
が
、
ム
，
回
は
、
紙
一
幅
の
関
係
で
省
略
し
て
お
き
た
い
。
そ
こ
で

と
と
に
監
査
実
施
準
則
の
内
容
の
目
次
の
み
掲
げ
て
お
く
。

監
査
手
続
の
選
沢
及
び
適
用

一
、
監
査
手
続
の
選
択

二
、
監
査
手
続
の
適
用

正
規
の
髭
査
手
続

第
一
一
般
監
査
手
続

第
二
個
別
監
査
手
続

(
A
U

資
産
項
目

(

B

)

負
債
項
目

ハ
C
)

資
木
項
目

(
D
〉
損
益
一
項
目

(
註
〕
「
監
査
手
続
」
に
つ
円
て
は
、
左
認
の
著
書
を
巻
原
吉
れ
た
い

田
島
四
郎
「
監
査
手
続
」
中
央
経
済
社

三
七
三



戦
後
の
我
が
国
に
お
け
る
会
計
監
査
制
度

証
券
取
引
法
(
第
百
九
十
三
条
の
ニ
)

前
述
せ
る
よ
う
に
、
民
主
主
義
は
、
経
済
の
民
主
化
を
伴
つ
て
は
じ
め

て
具
体
化
せ
ら
る
べ
く
、
ま
た
終
済
の
民
主
化
は
証
券
の
民
主
化
に
よ
っ

て
一
段
、
ι能
進
さ
れ
る
の
で
ふ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
証
券
取
引
を
公
正

な
ら
し
め
、
投
資
大
衆
を
保
護
す
る
と
こ
ろ
の
法
制
止
度
の
確
立
が
前
提

条
件
と
し
て
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
我
が
国
民
経
済
の
適

切
な
運
蛍
及
び
投
資
者
の
保
護
叱
資
す
る
た
め
、
有
価
証
券
の
発
行
及
び

売
買
そ
の
他
の
取
引
を
円
公
正
な
ら
し
め
、
か
つ
有
価
証
券
の
流
通
を
円
滑

ち
た
ら
し
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
「
証
券
取
引
法
」
ハ
昭
和
二
十
一
一
一
年
四

月
十
三
日
法
律
第
一
一
十
五
歩
V

が
昭
和
一
一
十
三
年
四
月
制
定
せ
ら
れ
た
わ

け
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
先
例
に
な
ら
円
-
で
、
財
務
諸
表
の
監
査
証
明
制

度
に
関
す
る
条
項
と
じ
て
、
第
百
九
十
三
条
を
取
り
た
え
ず
設
け
た
の
で

あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
条
項
ハ
昭
和
二
十
五
年
三
月
改
正
前
〉
で
は
所
拐

の
目
的
を
達
成
寸
る
と
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
昭
和
二
十
五
年
ゴ
一
月

第
七
通
常
国
会
に
お
い
て
「
在
券
取
引
法
」
の
一
部
改
正
ハ
昭
和
二
十
五

年
一
一
一
月
二
十
九
日
法
律
祭
主
十
一
号
U

を
な
し
、
第
百
九
十
三
一
条
今
一
坂
本

的
に
規
制
し
直
す
三
尖
に
、
第
百
九
十
一
二
条
の
二
の
追
加
新
設
が
行
わ
れ

こ
こ
に
始
め
て
財
務
諸
表
の
様
式
統
一
ハ
財
務
諸
表
準
郎
の
法
制
化
U

と

公
認
会
計
士
に
よ
る
監
査
証
明
制
度
実
施
K
演
す
る
立
法
的
規
制
を
行
う

こ
と
に
な
っ
た
。

こ
こ
に
今
後
の
説
述
に
参
考
の
た
め
に
、
第
百
九
十
三
条
及
び
第
一
白
九

十
三
条
の
ニ
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
て
お
く
。

三
七
回

E

第
百
九
十
三
条
〔
註
一
一
〉

本
条
は
、
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
温
定
で
唱

あ
り
、
言
一
い
か
え
れ
ば
財
務
計
算
書
類
の
作
成
花
開
閉
す
る
規
定
で
あ
る
。

し
か
し
て
、
本
条
が
実
際
に
発
動
さ
れ
た
の
が
、
昭
和
二
十
豆
年
九
月

二
十
八
日
「
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
ず
る
規
制
」

ハ
昭
和
二
十
五
年
九
月
二
十
八
百
、
証
券
取
引
委
員
会
規
則
第
十
八
号
〉

(
一
般
に
「
財
務
諸
表
規
則
」
と
浮
ん
で
い
る
J
で
あ
り
、
と
の
規
則
は

昭
和
二
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
ハ
註
ニ

Y

ま
た
、
と
の
「
財
務
諸
表
規
則
」
に
対
す
・
る
取
扱
要
領
が
、
昭
和
二
十

六
年
三
日
月
十
四
日
「
財
務
諸
表
等
の
用
語
様
式
及
び
作
成
万
法
に
関
す
る

規
則
取
扱
要
領
」
(
一
般
に
「
財
務
諸
表
規
則
取
扱
要
領
」
と
呼
ぶ
J

(
昭
和
二
十
六
年
議
ち
ょ
う
註
総
停
七
十
六
号
〉
が
円
公
表
さ
れ
た
(
註
一
一
一
)

し
か
し
な
が
ら
、
と
れ
ら
の
規
則
及
び
取
扱
要
領
は
、
施
行
後
約
二
ヶ

年
聞
に
し
て
、
解
釈
上
の
疑
義
、
不
備
等
及
証
券
取
引
法
関
係
法
令
の
改

正
等
か
ら
し
て
昨
二
十
八
年
ヤ
一
月
十
六
日
改
正
公
布
、
即
日
実
施
さ
れ

た
の
が
、
「
改
正
財
・
務
諸
表
規
則
」
(
昭
和
二
十
八
年
大
森
省
令
第
九
十
二

号
U

及
び
「
改
正
財
務
諸
表
規
則
取
扱
要
領
」
門
昭
和
ニ
ヤ
八
年
議
運
第

三
一
ニ
、
一
一
セ
=
一
号
〉
で
あ
る
ハ
設
鴎
υ
。

し
か
じ
、
ニ
の
「
改
正
財
務
諸
表
規
則
」
及
び
「
改
正
財
務
諸
表
規
制

取
扱
要
領
」
も
、
本
年
じ
月
十
四
日
前
述
せ
る
企
業
会
計
制
度
対
策
調
査

会
中
間
報
告
(
空
w
一
一
士
哨
年
セ
万
九
日
U

「
企
業
会
計
原
則
」
及
び
「
財

務
諸
表
準
則
」
の
部
分
修
正
と
し
て
、
大
蔵
省
企
業
会
計
審
議
会
中
間
報

管
{
企
業
会
計
原
則
・
財
務
諸
表
準
郎
」
(
註
五
U
が
公
表
さ
れ
た
の
で
、



将
来
前
記
「
改
正
財
務
諸
友
規
則
」
及
び
「
改
正
財
務
諸
表
規
則
取
扱

要
領
」
も
根
本
的
改
正
が
行
わ
れ
る
で
あ
ら
う
と
予
定
さ
れ
る
。

(
註
一
一
〉
註
歩
取
引
法
第
百
九
十
三
条

と
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
貸
借
対
照
表
、
損
盆
計
算

書
そ
の
他
の
財
務
計
算
に
関
ナ
る
書
類
は
大
蔵
大
医
が
、
一
般
に
公

定
安
営
で
あ
る
と
認
あ
ら
れ
る
と
と
ろ
に
従
つ
℃
大
蔵
省
令
で
定
め

る
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
よ
事
、
と
れ
を
作
成
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
ο

(
註
ニ
ゾ
「
財
務
諸
表
規
則
」

と
の
規
則
は
、
ハ
註
一
)
条
文
に
い
う
「
一
般
に
会
一
色
委
設
と
認

あ
ら
れ
る
」
財
務
諸
表
。
内
容
、
用
語
、
様
式
、
作
成
方
法
を
示
ナ

も
の
で
あ
り
、
公
認
会
計
士
に
よ
る
外
部
監
査
を
実
施
ナ
る
会
低
が

提
出
ナ
ペ
き
財
務
諸
表
を
規
定
し
た
も
の
で
る
る
。

ぎ
た
、
こ
の
規
町
内
は
、
既
越
せ
る
経
済
安
定
本
部
ハ
現
大
蔵
省
担
財

局
)
の
企
業
会
計
制
度
対
策
調
査
会
ハ
現
企
業
会
計
審
議
会
〉
が
、

昭
和
二
十
四
年
七
月
、
中
岡
崎
報
告
形
式
で
公
表
し
た
「
企
業
会
計
原

則
」
「
財
務
諸
表
準
則
」
の
中
、
後
者
を
充
分
参
考
と

L
、
又
ア
メ

E

カ
の
証
務
取
引
委
員
会
の
「
期
務
諸
表
準
則
」
を
参
照
し
、
熟
慮
。

結
果
制
定
さ
れ
た
も
D

で
あ
り
、
ゆ
え
に
、
そ
の
内
容
は
、
ご
〈
巾
7

部
分
子
除
い
て
は
「
財
務
諸
表
準
則
」
そ
の
ま
ま
で
あ
る
と
い
っ
七

も
過
ぎ
で
な
い
と
思
う
。
部
ち
「
財
務
諸
表
準
則
」
を
証
券
取
引
法

の
立
場
か

b
し
て
若
干
の
訂
涯
を
加
え
て
、

ζ

れ
を
絵
制
ル
即
し
た
も

の
で
ち
る
と
い
い
え
よ
う
。

戦
後
の
我
が
簡
に
お
け
る
会
計
監
査
制
度

な
お
、
っ
財
務
諸
表
規
則
川
」
の
明
細
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
。
海
地

・
原
・
藤
原
失
若
「
財
務
諸
表
規
則
.
監
査
読
明
規
則
解
説
」
第
一

編
在
参
照
宮
れ
た
い
。

円
註
三
)
「
財
務
諸
表
規
則
改
扱
要
領
」

前
述
せ
る
よ
う
に
、
「
財
務
諸
表
規
則
」
は
、
照
和
二
十
五
年
九

月
二
十
八
日
公
布
、
翌
三
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
の
で

あ
る
け
れ
ど
も
、
と
の
規
則
は
、
大
綱
的
、
普
遍
的
な
阿
川
引
を
示
し

た
に
過
ぎ
た
い
も
の
で
あ
る
か
ら
し

τ、
と
の
規
則
公
布
後
、
色
々

の
方
面
か
ら
疑
問
守
、
窓
見
が
出
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
統
一
を
段

Am

p
、
不
充
分
の
点
を
検
討
し
た
結
果
、
と
の
「
取
扱
要
領
」
を
遁
一
h

ょ
う
よ
し
て
公
表
し
た
の
で
あ
り
、
と
の
内
容
は
、
用
語
の
定
義
と

条
文
O
解
釈
か

b
な
っ
て
お
型
、
逐
条
解
釈
の
形
式
を
と
っ
た
も
の

で
あ
る
。

な
お
、
乙
れ
に
つ
い
て
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
・
洩
地
・
原

・
藤
原
共
著
「
前
掲
菩
」
繁
一
編
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
諮
問
)
「
改
正
財
務
諸
表
規
則
」
・
「
改
疋
財
務
諸
表
規
則
取
扱
要

領」

と
れ
ち
の
改
正
規
則
及
び
改
定
改
扱
要
領
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

雑
誌
「
産
業
経
理
」
昭
和
二
十
八
年
十
一
月
(
臨
時
増
刊
号
)
第
十

一
一
支
を
・
第
十
一
一
一
号
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
設
五
一
}
大
蔵
省
企
業
会
計
審
議
会
中
間
報
告
の
「
企
業
会
計
原
則
・

財
務
諸
表
準
則
」
の
部
分
修
正
の
詳
細
に
づ
い
て
は
、
左
誌
を
参
照

さ
れ
た
い
。

三
七
玄



戦
後
の
我
が
国
に
お
け
る
会
計
監
査
制
度

ー
、
雑
誌
「
会
計
司
昭
和
二
十
九
竿
七
月
、
第
六
十
六
念
、
臨
時
増

刊
第
二
号
ー
特
集
・
修
正
会
計
原
則
問
題

日
、
雑
誌
「
企
業
会
計
」
昭
和
二
十
九
年
七
月
、
第
六
巻
第
八
回
γ
臨

時
槍
刊
号

3
、
雑
誌
「
産
業
経
理
」
昭
和
二
十
九
年
八
月
、
第
十
四
谷
第
八
回
亨

〈
特
集
・
攻
一
止
会
計
原
則
の
哀
〉

2

第
百
丸
十
三
条
の
ニ

本
条
は
、
財
務
計
算
書
類
に
対
す
る
公
認
会
計
士
に
よ
る
監
杢
証
明
に

関
す
る
規
定
で
あ
り
、
本
小
一
摘
に
最
も
関
係
深
さ
条
文
で
あ
る
の
で
、
左

記
に
一
応
全
文
を
示
し
て
お
く
。

①
話
会
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
の
発
む
会
社
そ
の
他
の
者
で

政
令
で
定
あ
る
も
の
が
、
こ
の
世
律
の
規
定
に
土
明
提
出
ナ
・
る
貸
借
対

照
表
、
損
袋
計
算
書
そ
の
他
の
財
致
計
算
に
関
ナ
る
書
類
に
は
、
そ
の

者
と
特
別
の
別
害
関
係
の
な
い
公
認
会
計
士
の
監
査
証
明
を
受
け
な
け

れ
ば
な

ιな
い
Q

⑦
前
項
の
特
別
の
利
山
中
一
同
関
係
と
除
、
会
認
会
計
士
が
前
帽
恨
の
組
定
に
よ

り
貸
借
対
照
表
、
損
盆
計
算
書
そ
の
他
の
財
務
計
算
に
関
ナ
る
書
類
を

提
出
ナ
る
者
と
の
問
に
有
ナ
る
公
認
会
計
士
法
(
昭
和
二
十
一
一
一
年
法
律

第
百
三
号
)
第
二
十
四
条
(
著
し
い
利
害
関
係
等
)
に
規
定
す
る
関
係

及
び
公
認
会
計
士
が
そ
の
者
に
対
し
株
主
若
し
く
以
出
秀
者
こ
し
て
右

?
一
る
関
係
叉
は
そ
の
者
の
管
業
若
し

t
は
財
産
経
理
に
関

L
で
右
ナ
る

関
係
で
、
大
毅
大
臣
が
、
公
益
市
へ
は
投
委
者
保
護
の
た
い
必
必
要
旦
つ
適

蛍
で
あ
る
~ζ

認
め
吃
大
蔵
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
ろ
。

七
六

③
第
一
環
の
公
認
会
計
士
の
監
査
証
明
は
、
大
藤
省
令
で
定

b
z
基
準

及
び
手
続
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
G

④
大
蔵
大
臣
は
、
会
盆
え
は
投
資
者
保
護
の
た
め
必
要
且
つ
適
震
で
あ

る
と
認
あ
る
と
き
は
〉
第
一
項
の
監
査
証
明
を
行
っ
た
公
認
会
計
士
に

対
し
、
参
考
と
な
る
べ
き
報
告
又
は
安
料
の
提
品
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
。

@
公
認
会
計
士
が
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
大
寂
六
監
に
提
出
吉
れ

ち
貸
借
対
照
表
、
損
袋
計
算
書
そ
の
他
の
財
務
計
算
に
関
ナ
る
書
類
に

つ
い
て
監
査
証
明
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
や
同
該
監
査
証
明
が
公
認
会

計
士
法
第
三
十
条
ハ
虚
僚
又
は
不
営
の
設
現
〉
に
規
定
ナ
予
も
の
で
あ

る
と
き
そ
の
他
不
豆
な
も
の
で
あ
Z
と
き
は
、
大
蔵
犬
民
段
、
首
該
公

認
会
計
士
に
通
知
し
て
賞
該
職
員
を
し
て
審
問
を
行
わ
せ
た
後
、
理
由

を
示
し
、
一
年
以
内
の
期
間
を
定
あ
て
、
大
蔵
大
臣
に
提
出
さ
れ
る
貸

借
対
照
表
、
損
盆
計
算
金
日
そ
の
他
の
財
務
計
算
に
関
ナ
る
書
類
で
明
日
該

公
認
会
計
士
の
監
査
一
証
明
に
係
る
も
の
段
、

ζ

れ
を
受
理

L
な
い
白
買
を

決
定
す
る
ζ

と
が
で
き
る
。
と
の
揚
合
に
お
い
て
は
、
大
蔵
大
臣
は
、

そ
の
旨
を
常
該
公
認
会
計
士
に
、
通
知
し
、
且
つ
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な

ち
な
い
。

以
上
の
条
文
は
、
昭
和
二
十
八
年
八
月
一
日
〈
法
律
第
一
回
二
号
〉
公

布
改
正
さ
れ
た
も
の
で
、
改
正
前
ま
で
は
、
本
条
は
四
項
か
ら
成
り
立
っ

て
い
た
の
で
あ
る
が
、
旧
凶
項
を
第
五
項
と
し
、
新
し
く
第
四
項
を
加
え

て
、
公
認
会
計
士
に
よ
る
外
部
強
制
刷
監
査
証
明
制
度
の
法
的
摂
拠
を
更
托

明
確
に
し
た
ρ



円
一
読
ゾ
改
正
前
ま
で
は
、
前
記
条
文
中
、
政
令
可
ム
は
大
蔵
省
令
は
証
券

取
引
委
員
会
規
則
、
大
蔵
大
医
は
、
証
券
取
引
委
員
会
と
な
っ
て
い

た。

し
か
し
て
、
本
条
は
強
制
取
査
証
明
の
内
容
の
法
的
規
制
が
な
い
た
め

本
条
げ
が
実
際
K
発
動
さ
れ
た
の
が
、
昭
和
二
十
六
年
三
月
八
日
公
布
、
証

券
取
引
委
員
会
規
則
等
四
号
の
「
財
務
書
類
の
監
査
証
明
に
関
す
る
規
則
」

(
以
下
「
聡
盃
証
明
規
則
」
と
い
う
。
〉
で
ゐ
る
。

3

監
査
註
明
規
則

前
述
せ
る
条
文
の
等
一
項
か
ら
第
三
一
項
ま
で
の
規
定
は
、
そ
の
具
体
的

な
規
制
事
項
を
大
蔵
省
令
(
問
、
設
務
取
引
委
員
会
規
則
)
に
委
任
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
規
則
は
、
と
れ
ら
の
委
任
事
項
を
定
め
た
も
の
で

あ
っ
て
、
本
文
五
ケ
条
と
附
則
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
本
規
則
は

前
述
せ
る
よ
う
に
、
昭
和
二
十
六
年
三
月
公
布
、
同
年
七
月
一
日
よ
り
実

施
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
以
後
昭
和
三
十
七
年
七
月
大
積
省
令
第
九

O
号
を

以
っ
て
一
部
改
正
さ
れ
、
ま
た
昨
二
十
八
年
五
月
七
日
大
蔵
省
令
第
二
十

五
号
を
以
ワ
て
再
改
正
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

前
述
せ
る
凶
財
務
諸
表
準
別
に
対
十
る
財
務
諸
表
規
則
の
関
係
は
、
丁
度

こ
の
躍
査
証
明
規
則
と
、
前
述
せ
る
監
査
基
準
・
監
査
準
則
に
対
す
る
関

係
と
同
一
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
規
則
は
「
財
務
諸
表
規
制
」
と
と
も
に

一
般
投
資
者
に
明
確
な
る
投
資
判
断
の
資
料
を
提
供
し
て
、
投
資
者
の
保

護
の
完
全
を
は
か
ら
ん
と
す
る
に
ふ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

内
容
的
に
見
る
な
ら
ば
、
財
務
諸
表
規
則
が
、
財
務
諸
表
準
則
と
ほ
ぼ
同

一
の
程
度
に
詳
細
に
実
質
的
説
明
条
文
を
示
し
た
の
に
反
し
て
、
監
査
証

戦
後
の
我
が
国
に
お
け
る
会
計
監
査
制
度

明
規
則
は
、
単
に
法
的
強
制
捻
査
の
形
式
合
規
定
し
た
に
止
ま
り
、
監
査

の
本
質
や
内
容
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
全
然
規
定
し
て
い
な
い
の
で
あ
り

す
な
わ
ち
監
査
証
明
規
則
は
、
実
施
さ
る
べ
き
法
的
強
制
監
査
の
本
質
に

つ
い
て
は
、
総
て
監
査
準
則
に
委
託
し
て
い
る
も
の
と
み
る
こ
之
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
規
則
の
概
要
を
条
文
に
従
っ
て
述
べ
れ
ば
、

第
一
条
、
こ
れ
は
「
特
別
の
一
利
害
関
係
の
意
味
」
に
闘
す
る
規
定
で
あ

る。
こ
の
「
特
別
の
利
害
関
係
」
に
関
し
て
は
、
公
認
会
計
士
法
で
は
第
二

四
条
ハ
特
定
の
事
項
に
つ
い
て
の
業
務
の
制
限
U

に
、
ま
た
読
取
法
で
は
前

述
せ
る
第
百
九
十
三
条
の
二
第
一
環
に
h
規
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
後
述
す

る
吋
財
務
書
類
の
監
査
証
明
に
関
す
る
規
則
取
扱
通
達
!
監
査
証
明
の
実

施
に
つ
い
て
」
(
以
下
「
初
度
監
査
実
焔
要
領
」
と
い
ラ
。
)
(
明
和
一
一
十

六
年
七
月
二
十
五
同
註
総
第
百
九
十
九
号
通
ち
ょ
ラ
〉
に
ほ
、
た
お
一
一
層

詳
細
に
わ
た
っ
て
規
定
し
て
い
る
。
と
の
点
に
組
問
し
、
「
財
務
諸
表
規
則
・

監
査
証
明
規
則
解
説
」
(
渡
辺
・
原
・
漫
地
・
藤
原
共
若
)
は
明
確
な
図

解
説
明
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
と
に
す

る。
(
註
)
な
お
、
「
監
査
人
の
独
立
性
」
に
関
し
て
は
左
記
の
著
書
、
論

務
省
宮
参
照
せ
ら
れ
た
い
。

渡
辺
、
そ
の
他
共
著
「
前
掲
著
書
」
ニ
豆
五

l
二
七

ο頁

佐
藤
孝
一
著
「
現
代
監
査
諭
」
一
四
七

l
一
六

O
頁

西
珂
寓
治
一
特
別
の
利
害
関
係
の
意
義
に
づ
い
℃
」
戸
監
登
第
二
浴

七
七



戦
後
の
践
が
国
K
お
け
る
会
計
毘
査
制
度

止
期
八
号
)

角
田
重
太
郎
「
監
盗
基
準
と
公
認
会
計
士
の
独
立
性
」
ハ
監
査
繁
三

巻
第
一
号
〉

藤
井
誠
一
万
「
会
計
士
の
独
立
牲
に
づ
い
で
」
ハ
監
査
察
一
傘
第
六
号
υ

な
お
、
こ
と
で
い
う
「
直
接
的
利
害
関
係
.
」
と
は
、
公
認
会
計
士
と
被

監
査
会
佳
と
の
問
に
直
接
的
に
仔
す
る
特
別
の
利
害
関
係
で
あ
り
、
ま
た

「
間
接
的
利
害
関
係
」
と
は
、
公
認
会
計
士
と
の
聞
に
利
害
関
係
、
ま
た

は
そ
の
他
の
関
係
を
有
す
る
個
人
・
会
社
も
し
く
は
会
社
以
外
の
法
人
が

被
監
査
会
社
と
の
闘
に
利
害
関
係
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
公
認
会

計
士
と
当
該
被
監
査
会
社
と
の
問
。
に
有
す
る
特
別
の
利
害
関
係
で
あ
る
。

直

蟻

的

利

害

関

係

(8) (1) (6) (5)仏)(3) (2) (1) 
特

事償務調係係供給R関 Tヱ盆喜利の八f? 関係 引総会例制使役

llU 

受主務部会用負
の

利富係人 民 会認計士 人関関関偶 興関

係係係者 係係

現在、 現在、 現在、 現在、 後退職 現在、 現在、 現在、

議過過 一過過 過去
去去 年去去
一一 一一
年年 年年 年 闘い

「通'J、r通¥J¥「規LJ¥「規¥J¥F規¥「Jr会'J、、 r連'J、会¥FJ 1 rメ、Z』J 、ミ 関

第五第五条条一一条条二四第五条二回
一係

ののののの の 四条
規

二一三三この三一 一
一 の の 定一

一 一

三
七
へ

設
、

ω
(
会
)
は
、
公
認
会
計
士
法
、
(
規
〕
、
監
査
読
朔
規
則
、

ハ
遁
)
初
度
監
査
実
施
要
領
の
降

使
用
人
関
係
に
h

引
い
て
公
認
会
計
士
と
そ
の
配
偶
者
を
特

に
区
別
し
て
表
示
し
た
の
は
関
係
規
定
を
具
に
す
る
ζ

と

'

を
明
か
に
ナ
る
た
あ
で
あ
る
。

第
二
条
、
こ
れ
ほ
「
監
査
証
明
は
、
監
査
報
告
書
に
よ
っ
て
行
う
」
と

い
う
規
定
で
ふ
め
る
。

第
三
条
、
と
れ
は
「
段
査
報
告
書
の
記
載
事
項
及
び
一
署
名
」
に
関
す
る

規
定
で
あ
り
、
少
し
ぐ
説
明
か
}
加
え
れ
ば
、

(
持
軍
三
条
校
書
〕

l
(監
査
報
告
書
作
成
句
日
附
及
び
公
認
会
計
士
の
暑

名
捺
印
に
つ
い
て
の
規
定
U

(
同
条
策
一
号

υ
l
ハ
監
査
の
範
簡
及
び
手
続
の
概
要
並
び
に
監
査
基
準

に
つ
い
て
の
規
定
U

こ
と
に
い
う
監
査
基
準
は
後

述
す
る
策
四
条
に
定
め
る
監
査
基
準
で
あ
っ
て
、
そ

の
内
容
は
監
査
実
施
基
準
ー
で
あ
る
。

ハ
同
条
第
一
一
号
U

I

(

監
査
手
続
に
フ
い
て
の
規
定
)

と
こ
に
い
う
「
一
般
に
公
定
安
門
口
同
と
認
め
ら
れ
る
監

査
手
続
」

E
は
既
越
せ
る
安
本
の
中
間
報
去
の
「
監

査
基
準
」
に
お
い
吃
い
う
「
豆
説
。
監
査
手
続
」
を

指
ず
の
で
あ
る
。

玄
た
「
営
該
公
認
会
計
士
が
必
要
と
認
あ
た
監
査
手

続
」
と
は
、
公
認
会
計
士
が
監
査
を
な
ナ
に
首
っ
て

定
裁
の
監
査
手
続
以
外
に
必
要
ど
認
め
た
事
項
を
い

(2) 
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使
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去
一
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l
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引

受

人
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去
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係
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去

一

年
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経
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上

の

利
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供

給

関

係

(

現

在

〉

よ

れ

一

債

権

債

務

関

係

ハ

現

在

)
l
h
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役

員

及

使

用

人

関

係

省

在

、

過

去

一

年

)
l
円引
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主

関

係

〈

現

在
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l
一下一

引

受

人

関

係

(

現

在

、

過

去

一

年
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上

一

発

起

人

関

係

ハ

過

去
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年
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上

の

利

益

供
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務
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(
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事

業

活
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現

在
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公
認
会
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役
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出
調
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一
会
法
下
七
一
)
仙
四

Z
相
役
員
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使
用
人
関
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現
在
、
過
去
一
年
〉

l
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受
入
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現
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過
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〉
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配
偶
者
一
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責
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六
号
の

ω、
同

株

主

関

六

号

の

判

事

業

活

動

関

岡

号

の

付

引

・

受

人

関

四

号

の

的

発

起

人

関

田

号

の

尉

軍

権

債

務

関

係

(

現

在

VII-

係

ハ

現

在

〉

i
一銃一

係

(

現

在

)

!

一

査

一

係
(
現
在
、
過
去
一
年
)
l
一融一

係

(

現

在

〉

1
1
L

う
の
で
あ
っ
て
と
れ
ば
監
査
人
の
列
断
に
よ
っ
て
決

定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

〔
同
条
第
三
号
)

i

(

会
計
処
理
の
原
則
及
び
手
続
の
安
蛍
一
位
に
つ
い
て

の
規
定
V

と
こ
に
い
う
「
一
般
に
会
主
安
営
と
認
あ
ら
れ
る
企

業
会
計
の
基
準
」
と
は
、
前
越
せ
ち
、

J

一
女
本
の
中
間

報
告
で
ち
る
「
企
業
会
計
原
則
」
及
び
読
券
取
引
委

員
会
(
現
一
大
蔵
省
〉
で
、
こ
れ
が
原
則
を
法
制
化
し

た
「
財
務
諸
表
規
則
」
及
び
「
同
規
則
取
扱
要
領
」

で
規
定

L
た
企
業
会
計
の
基
準
b
t

そ
の
主
要
な
内
容

と
解
釈
ナ
牟
へ
き
で
あ
ろ
う
。

〔
同
条
第
四
号
〉
l
(
会
計
処
四
の
隊
則
及
び
手
続
の
艦
船
続
性
に
つ
い
て

。
規
定
〉

ハ
河
条
第
五
号
U
l
(
財
政
叫
抗
議
及
び
経
管
成
績
に
つ
い
て
の
規
定
U

ハ
同
条
策
六
号
U
!
(
財
務
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
重
要
事
項
に
つ

い
て
の
規
定
〉

と
と
に
い
う
、
重
要
事
項
と
政
、
重
大
な
偶
発
債
務
、

簿
外
資
産
が
財
務
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
場
合

ゃ
、
営
該
期
間
中
に
お
け
る
営
該
会
社
が
火
災
に
遭

遇
し
た
相
場
合
等
で
る
る
。

(
同
条
第
七
旦
ご
l
(
限
定
事
項
及
び
除
外
事
項
に
つ
い

τ
の
銃
定
〉

ハ
同
条
第
八
口
下
)
l
〈
利
害
関
係
に
つ
い
て
の
規
定
〉

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
に
於
て
述
べ
た
の
で
省

略
ナ
る
。

第
四
条
、
こ
れ
は
「
監
査
基
準
の
内
容
」
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
少

し
く
説
明
を
加
え
れ
ば
、

〔
第
四
条
第
一
号
u
l
(
監
査
を
施
行
ナ
る
場
合
の
計
画
性
に
関
ナ
る
規

定
〉

ハ
同
条
第
二
号
U
l
ハ
誕
拠
力
の
合
理
性
に
関
ナ
る
規
定
V

(
同
条
第
一
ニ
号
u
l
〔
重
要
性
と
相
対
的
危
険
性
に
関
ナ
る
規
定
)

(
同
条
修
四
号
)
1
1

ハ
内
部
統
制
の
信
頼
性
に
関
ナ
る
規
定
〉

ハ
同
条
K
F
五
号
)
|
(
監
査
事
務
の
経
済
性
に
関
ナ
る
規
定
)

(
同
条
策
六
号
〉
(
「
企
業
会
計
原
則
一
の
迩
守
に
関
す
る
況
定
ソ

ハ
同
条
第
七
A
U
U
l
ハ
「
財
砕
町
一
政
表
規
則
」
及
び
「
関
税
見
取
扱
百
一
ワ
領
L
U



。
準
拠
伎
に
関
ナ
る
規
定
〉

以
上
で
あ
る
が
、
前
述
せ
る
第
三
条
、
第
四
条
と
も
に
既
述
せ
る
と
こ

ろ
の
、
企
業
会
計
審
議
会
の
中
間
報
告
、
と
し
て
公
表
せ
る

2
血
査
基
準
」

を
範
と
し
て
規
制
し
た
も
の
で
あ
り
、
体
系
、
配
列
、
文
一
言
等
に
お
い
て

も
大
体
同
一
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
実
質
的
内
容
に
つ
い
て
も
余
り
変
化
が

見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

ー
第
五
条
、
と
の
条
文
は
、
昭
和
二
十
六
年
公
布
さ
れ
た
と
き
は
、
無
か

っ
た
の
で
あ
る
が
、
翌
二
十
七
年
改
正
さ
れ
た
と
き
追
加
新
設
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
「
監
査
概
要
書
」
の
提
出
花
関
す
る
規
定
で
あ
る
。

(
附
則
〉

(
第
一
項
〉

i
ハ
施
行
日
に
関
ナ
る
規
定

)
i昭
和
二
十
六
年
七
月
一
日

よ

P
施
行

(
第
二
項
〉

l
(提
出
財
務
書
類
の
経
過
規
定
U

(
第
一
ニ
項
)
ト
(
資
本
金
一
億
円
未
満
の
会
社
の
特
例
に
関
ナ
る
規
定
〉

第
二
項
及
び
第
三
項
は
今
後
の
説
述
に
関
係
が
深
い
の
で
説
明
を
加
え

て
お
く
。

先
ず
「
監
査
を
受
く
べ
き
財
務
書
類
U
範
囲
」

κつ
い
て
は
、
当
分
の

閥
次
の
よ
う
な
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
証
一
取
法
の
規
定
に
よ

り
、
「
監
査
を
受
け
た
財
務
諸
表
〈
書
類
〉
を
提
出
す
る
会
社
(
被
監
査

会
社
)
の
範
囲
」
も
限
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

被
監
査
会
社
の
範
囲
は
、
銀
行
業
及
び
信
託
業
、
保
険
業
を
営
む
会
社

以
外
の
会
社
に
し
て
、
そ
の
資
本
金
額
が
一
億
円
以
上
の
会
社
が
、
次
の

各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
限
定
す
る
。

戦
後
の
我
が
国
に
お
け
る
会
計
監
査
制
度

町
証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
の
発
行
会
社

間
証
取
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
そ
の
効
力
を
生
じ

た
株
式
叉
は
社
債
の
発
行
会
社

次
に
、
前
記
被
監
査
会
社
が
提
出
す
る
財
務
書
類
の
う
ち
、
左
記
以
外

の
財
務
書
類

κ
つ
い
て
は
、
当
分
の
閥
、
監
査
証
明
を
受
け
な
い
こ
と
が

で
き
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

山
証
取
法
第
二
十
四
条
第
一
環
(
註
一
〉
の
規
定
に
よ
り
大
蔵
大
臣

に
提
出
さ
れ
る
有
価
証
券
報
告
書
K
記
載
さ
れ
る
財
務
書
類

倒
証
取
法
第
百
十
八
条
(
設
二
)
の
規
定
に
よ
り
証
券
取
引
所
に
提

出
さ
れ
る
上
場
有
価
証
券
報
告
書
に
記
載
さ
れ
る
財
務
書
類

ハ
設
一
U

第
二
十
四
条
第
一
環
の
規
定
は
、
「
有
価
証
券
報
告
書
の
提

出
に
関
ナ
る
規
定
で
あ
る
」

(
註
一
一
〉
第
百
十
八
条
の
規
定
は
「
上
場
有
価
証
券
に
関
ナ
る
報
告
書

に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
」

ハ
痘
記
〉
証
券
取
引
法
関
係
の
解
説
に
営
つ
て
は
、
犬
蔵
省
四
財
局
、

企
業
会
計
審
査
員
、
明
治
学
院
大
学
歎
授
渡
辺
実
氏
の
著
書
、
論
文

に
負
う
と
と
る
多
い
。

ハ
遁
補
)

以
上
で
、
大
体
「
正
規
の
財
務
諸
表
監
査
」
を
目
的
と
し
た
監
査
基
準
そ

の
他
諮
準
則
・
諸
規
則
に
つ
い
て
、
ま
た
、
証
券
取
引
法
に
関
し
て
説
述
し

て
を
た
の
で
あ
り
、
窓
小
稿
の
第
一
一
編
と
で
も
い
う
べ
ぎ
部
分
が
終
了
し
た

の
で
あ
る
が
、
紙
帽
の
関
係
上
、
以
下
は
次
号
に
ゆ
ず
る
。

(
一
九
五
四
・
一

0
・一

O
〉
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